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策定趣旨・将来都市像・まちづくりの視点・基本目標
基本構想目標年次・人口フレーム・土地利用方針
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 みんなで創る
2035 年の久留米

‒ 策定趣旨 ‒

　久留米市は、水と緑の豊かな自然に恵まれるとともに、交通の要衝に位置し、筑後地域の中心都市
として栄えてきました。
　21 世紀の幕開けの年にあたる平成 13（2001）年に策定した久留米市新総合計画では、「水と緑の
人間都市」を基本理念とし、これまで先人が築いてきた歴史や地域特性を活かしつつ、時代の潮流を
捉えながら、誇りが持てる美しいまちなみの中で、市民一人ひとりが輝く、活力あふれる都市づくりを、
戦略的にそして様々な協働により進めてきました。

　今日、久留米市を取り巻く環境は、少子高齢化・人口減少の進行、地球温暖化による気候変動、デ
ジタル化の進展など、社会情勢の急速な変化が続いており、大きな時代の転換期にあります。また、
人と人とのつながりの希薄化、孤独・孤立化、困りごとの多様化・複雑化、災害の頻発・激甚化など、人々
の暮らしの安全・安心に影響を与える事象も増加しています。
　このような状況を踏まえ、これまでの延長線上では見通せない将来に向けて、市民や地域、団体、企業、
行政などあらゆる人たちがみんなで、これからのまちのあり方を考え、久留米の未来を描き、その実
現に取り組んでいくことが求められています。

　今回策定する新たな総合計画「久留米未来デザイン計画 2035」（以下「未来デザイン計画」）は、先
行きが不透明な時代の中でも、まちが元気であり続け、人々が幸せを感じながら久留米で暮らし、活
動していけるような令和 17（2035）年の久留米を創っていくための未来設計図として策定します。
　これまで先人によって築かれてきた久留米のまちを未来につないでいくために、地域が一体となっ
てめざす新たな久留米市のまちづくりの指針とするものです。
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これからのまちづくりを見据えるにあたり、未来に向けた新たなまちの姿として、

そうした
「優しさ 豊かさ 輝き あふれるまち」

を将来都市像に設定し、
誰もが住んでみたい、住み続けたい

と思うまちをめざします。

 私たちがめざす
まちの姿

‒ 将来都市像 ‒

すべての人の個性が大
切にされ、人と人とが
つながっている

久留米が誇る水と緑の
豊かな環境、人、都市
が共生している

洗練された都市とそこ
で暮らす人が、創造性
と躍動性をもっている

　私たちは、
耳納連山や筑後川に象徴される水と緑の豊かな自然を大切にしながら、
久留米市に住み、集うすべての人の人権の尊重と市民の自立性を基本に、

都市や環境と共生するまちづくりを進めてきました。

あふれるまち
優しさ 豊かさ 輝き 

住んでみたい 住み続
けたい 久留米

基
本
構
想
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　めざすまちの実現に向けては、時代の潮流や急速に進む社会経済環境の変化を的確に捉え、先行き
を見極めながら、これまで以上に柔軟な対応を行っていくことが重要となります。
　久留米市が将来にわたって、誰もが安心して住み続けられる持続可能な都市であるよう、次の３つ
のまちづくりの視点をもって、まちづくりを進めます。

●未来デザイン計画の 10 年間は、これまで
に経験したことのない本格的な人口減少社会
となります。年少人口・生産年齢人口が減少
する一方で、老年人口は増加し、特に 75 歳
以上人口が著しく増加するなど人口構造は大
きく変化するとともに、高齢者単独世帯の増
加など世帯構造も変化します。

●人口減少の進行は、地域経済の縮小や社会
活動を担う人材の不足、地域コミュニティの
維持困難など、暮らしや経済、まちのあり方
に大きな影響を及ぼし、人口や人口構造、世
帯構造を踏まえた行政サービスへの転換が必
要となります。人口減少のスピードを最大限
緩和するとともに、人口減少や人口構造の更
なる変化を前提として、社会のあらゆる分野
でその影響を的確に見込みながら、戦略性を
もってまちづくりを進めていきます。

 2035 年の
久留米を見据えて

‒ まちづくりの視点 ‒

●地域社会の活力や成長を創出し、まちづく
りの原動力となるのは「人」です。あらゆる
施策において人づくりの視点をもって、一人
ひとりが等しく尊重されながら、それぞれの
個性や能力を発揮でき、日常に幸せを感じら
れるまちづくりを進めていきます。

●また、私たちがめざすまちは、みんなでと
もに創っていくものです。私たちのまちには、
世代や性別、価値観、生活様式、文化、言語
などが異なる多様な人たちが暮らし、活動し
ています。それぞれの違いを認め合い、そし
て支え合いながら共生できる地域をつくると
ともに、一人ひとりができることをできる範
囲で行い、そうした活動を広げながら、協働
の仕組みや環境づくりをより広げ深め、まち
づくりを進めていきます。

一人ひとりを大切にした
人づくりと共生、協働の深化

1視
点

2視
点

人口減少に本格的に向き合った
まちづくりへの転換
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 めざすまちの姿の
実現に向けて

‒ 基本目標 ‒

　10 年後の久留米を見据えたまちづくりの視点
を踏まえ、めざすまちの姿としての「優しさ 豊か
さ 輝き あふれるまち」の実現に向けて、10 の基
本目標を設定し、施策を展開します。

基本目標

●まちが活力をもち続けるには、社会環境や
時代の変化に絶え間なく反応し、まち全体を
その変化に対応した形や仕組みに変えていく
ことが必要です。また、気候変動のリスクや
急速なデジタル技術の進展、市民ニーズの多
様化といった環境の変化への対応のみなら
ず、変わりきれない都市の姿や機能、インフ
ラの老朽化、まちの活力の低下などへの対応
も求められています。

●社会環境や時代の変化を的確に捉えなが
ら、都市基盤や都市機能、産業、制度など様々
な領域で変革・更新を重ね、人々が久留米で
暮らし、活動したいと思える、新たな魅力や
活力を生み出すまちづくりを進めます。

時代の潮流を捉えた
まち全体の変革・更新

安全・安心な
暮らしを守る１
自分らしく輝き続け
られる社会をつくる2
つながり支え合う
地域をつくる3
未来を創り担う
ひとを育む4
楽しく心豊かな
暮らしを実現する5
魅力ある快適な都市を
デザインする6
豊かな自然と恵まれた
環境を次世代につなぐ7
新たな価値、地域の
稼ぐ力を生み出す8
久留米ならではの
魅力を高め広げる9
スマートな
行財政運営に転換する10

3視
点

基
本
構
想
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「安全
・安心な暮らし」
を守る

1基本目標

　安全・安心は、なによりも優先すべき暮らしの基盤です。
　近年、気候変動による災害の頻発・激甚化や大規模地震による災害リスクの高まり、
また、新型コロナウイルス感染症といった新たな感染症の流行など、生命や健康に
重大な影響を与えるような脅威が発生しています。
　こうした脅威に加え、日々の生活の中で生じる事件・事故や健康に関する不安、
また、単独世帯の増加や地域のつながりの希薄化などが、暮らしの安全・安心の低
下に影響している状況もあります。

　日常生活上のリスクが低減され、暮らしの安全・安心が確保されるとともに、災
害や感染症など危険な状況が発生したときも命や暮らしを守る機能が整ったまちを
つくります。

　そのために、高い防災機能を備えた強靭な都市基盤を整備するとともに、日頃か
らの地域のつながりや様々な協働の取組を強化し、地域の防災力の向上や誰もが安
心して避難できる環境の整備、日常の生活安全対策の推進など、安心して生活でき
るまちづくりを進めます。
　また、関係機関との連携による感染症などの健康危機管理体制の強化や、高度医
療など豊富な医療資源を活かした地域医療体制の確保を図ります。

防災 生活安全 保健・医療

「自
分らしく

輝き続けられる社会」をつくる「自
分らしく

輝き続けられる社会」をつくる

2基本目標

　日常の中に幸せを感じながら、自分らしく輝き、いきいきとした日々を送ることは、
すべての人の願いです。
　これまで、すべての人の人権の尊重を基本としてまちづくりを進めてきましたが、今な
お人権侵害の発生や性別による格差、根強い差別的な慣習などが存在しています。
　また、高齢化に伴って増加が見込まれる認知症の人や一人暮らし高齢者、障害が
ある人、困りごとを抱える人など、人々の置かれた状況は様々ある中でも、それぞ
れの意思に基づいて社会参加や自立ができ、自分らしく輝きながら生活できる社会
づくりが重要になっています。

　いつでもどんな状況にあっても、一人ひとりの人権が大切にされ、誰もが自分ら
しい暮らしを営みながら生きがいをもって活躍し、住み慣れた地域で安心して暮ら
し続けることができるまちをつくります。

　そのために、市民一人ひとりの人権意識を確立し、社会全体で人権を尊重するま
ちづくりを進めるとともに、固定的な性別役割分担意識を解消し、性別にかかわり
なく、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会づくりを進めます。
　また、生涯を通じた心身の健康づくりを支える環境を整備するとともに、高齢者
や障害者、生活に困難を抱える人などが、それぞれのニーズに応じて福祉サービス
を受けることができ、個人の状況やライフスタイルに応じて就労や社会参加ができ
る、自分らしく生きがいを持って暮らせるまちづくりを進めます。

人権 男女共同参画 健康・生きがい 高齢者・障害者・生活困窮

「安全
・安心な暮らし」
を守る
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「安全
・安心な暮らし」
を守る

1基本目標

　安全・安心は、なによりも優先すべき暮らしの基盤です。
　近年、気候変動による災害の頻発・激甚化や大規模地震による災害リスクの高まり、
また、新型コロナウイルス感染症といった新たな感染症の流行など、生命や健康に
重大な影響を与えるような脅威が発生しています。
　こうした脅威に加え、日々の生活の中で生じる事件・事故や健康に関する不安、
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下に影響している状況もあります。

　日常生活上のリスクが低減され、暮らしの安全・安心が確保されるとともに、災
害や感染症など危険な状況が発生したときも命や暮らしを守る機能が整ったまちを
つくります。

　そのために、高い防災機能を備えた強靭な都市基盤を整備するとともに、日頃か
らの地域のつながりや様々な協働の取組を強化し、地域の防災力の向上や誰もが安
心して避難できる環境の整備、日常の生活安全対策の推進など、安心して生活でき
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　また、関係機関との連携による感染症などの健康危機管理体制の強化や、高度医
療など豊富な医療資源を活かした地域医療体制の確保を図ります。

防災 生活安全 保健・医療

「自
分らしく

輝き続けられる社会」をつくる「自
分らしく

輝き続けられる社会」をつくる

2基本目標

　日常の中に幸せを感じながら、自分らしく輝き、いきいきとした日々を送ることは、
すべての人の願いです。
　これまで、すべての人の人権の尊重を基本としてまちづくりを進めてきましたが、今な
お人権侵害の発生や性別による格差、根強い差別的な慣習などが存在しています。
　また、高齢化に伴って増加が見込まれる認知症の人や一人暮らし高齢者、障害が
ある人、困りごとを抱える人など、人々の置かれた状況は様々ある中でも、それぞ
れの意思に基づいて社会参加や自立ができ、自分らしく輝きながら生活できる社会
づくりが重要になっています。

　いつでもどんな状況にあっても、一人ひとりの人権が大切にされ、誰もが自分ら
しい暮らしを営みながら生きがいをもって活躍し、住み慣れた地域で安心して暮ら
し続けることができるまちをつくります。

　そのために、市民一人ひとりの人権意識を確立し、社会全体で人権を尊重するま
ちづくりを進めるとともに、固定的な性別役割分担意識を解消し、性別にかかわり
なく、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会づくりを進めます。
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「安全
・安心な暮らし」
を守る

基
本
構
想
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「つな
がり支え合う地域」
をつくる「つな

がり支え合う地域」
をつくる

3基本目標

　世代や性別、価値観、生活様式、文化、言語などが異なる多様な人たちが、お互
いを認め合い、支え合えるまちは、誰もが安心して暮らし続けられるまちです。
　少子高齢化や核家族化が進行し、世帯規模が縮小する中、地域でのつながりの希
薄化も相まって、家庭・地域での支え合い力の低下や孤独・孤立の課題が深刻化す
る一方で、労働力不足を背景とした外国人材の受入れ拡大により、外国人住民の更
なる増加が見込まれています。
　また、これまで進めてきた協働のまちづくりの取組が、地域コミュニティ組織の
基盤整備や、様々な分野での市民活動の拡大につながってきましたが、人口減少や
社会環境の変化、それに伴う担い手不足などにより、地域コミュニティの維持や市
民活動団体の活動の継続などが懸念されています。

　様々な主体とのつながりの中で、すべての人がそれぞれの居場所と役割を持ち、
支えたり支えられたりして、ともに地域を創り、暮らしていける誰ひとり孤立させ
ないまちをつくります。

　そのために、地域で生活し、活動する様々な人や団体などが、世代や分野を超え
て支え合う関係性や居場所づくりを進めるとともに、外国にルーツをもつ人も地域
の中で安心して暮らすことができる環境の整備を進めます。
　また、これまでつくりあげてきた協働のまちづくりの基盤や仕組みを踏まえなが
ら、多様な主体が連携した地域コミュニティづくりを促進するとともに、地域の課
題解決に取り組む市民活動団体の持続可能な活動支援と市民活動の裾野拡大を進め
ます。

地域共生 市民活動 多文化共生地域コミュニティ

「未来
を創り担うひと」
を育む「未来
を創り担うひと」
を育む

4基本目標

　まちの未来を創る「人」が、夢や希望をもって自分らしく育つためには、あらゆ
る分野において人を大切にし、人づくりの視点をもってまちづくりを進めることが
重要です。
　家族形態の多様化や地域のつながりの希薄化、少子化などが進み、家庭や地域の
子育て力の低下をはじめ、こども・若者や家庭が抱える困りごとの多様化・複雑化、
こども・若者や学校を取り巻く課題の増加などが進んでいます。そうした中、生ま
れ育った環境にかかわらず、すべてのこども・若者が権利の主体として尊重されな
がら、自立した個人として成長できる社会の実現が求められています。
　また、生涯にわたり、多様な学びを通じて個人の自己実現が図られるとともに、
人とのつながりができ、その学びが地域づくりに活かされていくことが重要です。
　　　
　まちの未来を創り、担っていくすべての人が、自分の考えを表明でき、夢や希望
の実現に向けて、自分らしく学び、成長できる環境が整ったまちをつくります。

　そのために、こども・若者の視点に立った安心できる居場所づくりや意見表明の
機会創出、社会参画の促進など、こども・若者が健やかに成長し、将来にわたって
幸せに生活できる環境づくりを進めるとともに、時代のニーズに合った子育て支援
のあり方に転換を図りながら、安心してこどもを生み育てられる環境づくりを進め
ます。
　また、こどもたち一人ひとりが大切にされ、久留米への愛着と誇りを持ちながら、
自立した人として成長できるよう、学校・家庭・地域が連携した、未来につながり
誰ひとり取り残されない教育と、安全で安心して学べる教育環境づくりを進めます。
　さらに、まちづくりや社会課題に関心を持ち、まちを担っていく人づくりに向けて、
それぞれのライフスタイルや成長に応じた多様な学びが続けられる生涯学習環境の
整備を進めます。

こども・若者 生涯学習子育て 教育

8



「つな
がり支え合う地域」
をつくる「つな

がり支え合う地域」
をつくる

3基本目標

　世代や性別、価値観、生活様式、文化、言語などが異なる多様な人たちが、お互
いを認め合い、支え合えるまちは、誰もが安心して暮らし続けられるまちです。
　少子高齢化や核家族化が進行し、世帯規模が縮小する中、地域でのつながりの希
薄化も相まって、家庭・地域での支え合い力の低下や孤独・孤立の課題が深刻化す
る一方で、労働力不足を背景とした外国人材の受入れ拡大により、外国人住民の更
なる増加が見込まれています。
　また、これまで進めてきた協働のまちづくりの取組が、地域コミュニティ組織の
基盤整備や、様々な分野での市民活動の拡大につながってきましたが、人口減少や
社会環境の変化、それに伴う担い手不足などにより、地域コミュニティの維持や市
民活動団体の活動の継続などが懸念されています。

　様々な主体とのつながりの中で、すべての人がそれぞれの居場所と役割を持ち、
支えたり支えられたりして、ともに地域を創り、暮らしていける誰ひとり孤立させ
ないまちをつくります。

　そのために、地域で生活し、活動する様々な人や団体などが、世代や分野を超え
て支え合う関係性や居場所づくりを進めるとともに、外国にルーツをもつ人も地域
の中で安心して暮らすことができる環境の整備を進めます。
　また、これまでつくりあげてきた協働のまちづくりの基盤や仕組みを踏まえなが
ら、多様な主体が連携した地域コミュニティづくりを促進するとともに、地域の課
題解決に取り組む市民活動団体の持続可能な活動支援と市民活動の裾野拡大を進め
ます。

地域共生 市民活動 多文化共生地域コミュニティ

「未来
を創り担うひと」
を育む「未来
を創り担うひと」
を育む

4基本目標

　まちの未来を創る「人」が、夢や希望をもって自分らしく育つためには、あらゆ
る分野において人を大切にし、人づくりの視点をもってまちづくりを進めることが
重要です。
　家族形態の多様化や地域のつながりの希薄化、少子化などが進み、家庭や地域の
子育て力の低下をはじめ、こども・若者や家庭が抱える困りごとの多様化・複雑化、
こども・若者や学校を取り巻く課題の増加などが進んでいます。そうした中、生ま
れ育った環境にかかわらず、すべてのこども・若者が権利の主体として尊重されな
がら、自立した個人として成長できる社会の実現が求められています。
　また、生涯にわたり、多様な学びを通じて個人の自己実現が図られるとともに、
人とのつながりができ、その学びが地域づくりに活かされていくことが重要です。
　　　
　まちの未来を創り、担っていくすべての人が、自分の考えを表明でき、夢や希望
の実現に向けて、自分らしく学び、成長できる環境が整ったまちをつくります。

　そのために、こども・若者の視点に立った安心できる居場所づくりや意見表明の
機会創出、社会参画の促進など、こども・若者が健やかに成長し、将来にわたって
幸せに生活できる環境づくりを進めるとともに、時代のニーズに合った子育て支援
のあり方に転換を図りながら、安心してこどもを生み育てられる環境づくりを進め
ます。
　また、こどもたち一人ひとりが大切にされ、久留米への愛着と誇りを持ちながら、
自立した人として成長できるよう、学校・家庭・地域が連携した、未来につながり
誰ひとり取り残されない教育と、安全で安心して学べる教育環境づくりを進めます。
　さらに、まちづくりや社会課題に関心を持ち、まちを担っていく人づくりに向けて、
それぞれのライフスタイルや成長に応じた多様な学びが続けられる生涯学習環境の
整備を進めます。

こども・若者 生涯学習子育て 教育

基
本
構
想
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「楽し
く心豊かな暮らし」
を実現する「楽し
く心豊かな暮らし」
を実現する

5基本目標

　文化芸術、スポーツ、そして歴史は、人々の暮らしに彩りと潤いを与え、豊かな
個性を育むとともに、地域に活力を生み出す力となります。
　誰もが、それぞれの価値観や生活様式に応じて楽しく心豊かに生活できるよう、
文化芸術やスポーツが暮らしの中に溶け込み、触れる機会が身近にあふれ、体験や
活動を通じてつながりができる、文化芸術・スポーツの力を活かした地域づくりが
求められています。
　また、先人から受け継がれてきた歴史や久留米固有の文化を守りながら活用して
いくことにより、誇りや愛着、魅力を引き出し、地域を活性化していくことが重要
となっています。

　あらゆる人々にとって、文化芸術、スポーツ、歴史に触れ、体験・活動する場や
機会がちりばめられ、誰もが暮らしの中に喜びや楽しみを感じられるまちをつくり
ます。

　そのために、久留米シティプラザや久留米市美術館を文化芸術の拠点に、文化施
設や地域、学校などとの連携を強化し、また、スポーツ施設の活用や団体などと連
携しながら、年齢や障害の有無、経済的な状況にかかわらず、誰もが文化芸術やスポー
ツに触れ、楽しみ、交流できる環境づくりを進めます。特に、こどもの体験機会の
創出やジュニア世代が夢や希望をもってチャレンジできる環境の整備を進めます。
　また、長く受け継がれてきた地域の遺跡や伝統行事・文化など、多種多様な歴史
遺産の保存や地域資源としての有効活用、理解促進を地域との協働により進めなが
ら、まちの魅力向上と郷土愛の醸成を図ります。

文化芸術 スポーツ 歴史

「魅力
ある快適な都市」
をデザインする

「魅力
ある快適な都市」
をデザインする

6基本目標

　人が住んでみたい、住み続けたいと思うまちは、外で活動したくなるような居心
地のいい都市空間と、利便性が確保され快適に生活できる住環境が整ったまちです。
　社会環境の変化や施設の老朽化などの影響を受けて、経済や交通、居住空間、人
の交流などの都市機能が集積する中心市街地の広域的な求心力やにぎわいの低下が
課題となっています。
　また、人口減少社会下においては、居住エリアの集約化など効率性と快適性を兼
ね備えたまちづくりが重要であるとともに、地域の生活機能の維持や、これまで蓄
積された都市基盤施設の老朽化対策が必要となります。

　広域的な拠点として、求心力をもった魅力ある都市空間が中心部に形成され、中
心部と地域の快適な生活空間が利便性の高い公共交通や道路ネットワークで結ばれ
た、コンパクトで住みやすい水と緑が感じられるまちをつくります。

　そのために、多様な主体との連携による水と緑を活かした憩いの場の創出やまち
のリニューアルなど、中心部における魅力ある拠点形成や地域の成長につながる核
づくりを進めるとともに、人々が安心して住み続けられるような土地利用や居住エ
リアの誘導を図ります。
　また、人口動向や生活機能の状況を踏まえながら、快適な暮らしの支えとなる公
共交通の再構築や幹線道路ネットワークの形成とともに、効率的かつ安定的な都市
基盤施設の維持を図ります。

まちなか・住環境 交通 公園・緑化 都市インフラ
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「楽し
く心豊かな暮らし」
を実現する「楽し
く心豊かな暮らし」
を実現する

5基本目標

　文化芸術、スポーツ、そして歴史は、人々の暮らしに彩りと潤いを与え、豊かな
個性を育むとともに、地域に活力を生み出す力となります。
　誰もが、それぞれの価値観や生活様式に応じて楽しく心豊かに生活できるよう、
文化芸術やスポーツが暮らしの中に溶け込み、触れる機会が身近にあふれ、体験や
活動を通じてつながりができる、文化芸術・スポーツの力を活かした地域づくりが
求められています。
　また、先人から受け継がれてきた歴史や久留米固有の文化を守りながら活用して
いくことにより、誇りや愛着、魅力を引き出し、地域を活性化していくことが重要
となっています。

　あらゆる人々にとって、文化芸術、スポーツ、歴史に触れ、体験・活動する場や
機会がちりばめられ、誰もが暮らしの中に喜びや楽しみを感じられるまちをつくり
ます。

　そのために、久留米シティプラザや久留米市美術館を文化芸術の拠点に、文化施
設や地域、学校などとの連携を強化し、また、スポーツ施設の活用や団体などと連
携しながら、年齢や障害の有無、経済的な状況にかかわらず、誰もが文化芸術やスポー
ツに触れ、楽しみ、交流できる環境づくりを進めます。特に、こどもの体験機会の
創出やジュニア世代が夢や希望をもってチャレンジできる環境の整備を進めます。
　また、長く受け継がれてきた地域の遺跡や伝統行事・文化など、多種多様な歴史
遺産の保存や地域資源としての有効活用、理解促進を地域との協働により進めなが
ら、まちの魅力向上と郷土愛の醸成を図ります。

文化芸術 スポーツ 歴史

「魅力
ある快適な都市」
をデザインする

「魅力
ある快適な都市」
をデザインする

6基本目標

　人が住んでみたい、住み続けたいと思うまちは、外で活動したくなるような居心
地のいい都市空間と、利便性が確保され快適に生活できる住環境が整ったまちです。
　社会環境の変化や施設の老朽化などの影響を受けて、経済や交通、居住空間、人
の交流などの都市機能が集積する中心市街地の広域的な求心力やにぎわいの低下が
課題となっています。
　また、人口減少社会下においては、居住エリアの集約化など効率性と快適性を兼
ね備えたまちづくりが重要であるとともに、地域の生活機能の維持や、これまで蓄
積された都市基盤施設の老朽化対策が必要となります。

　広域的な拠点として、求心力をもった魅力ある都市空間が中心部に形成され、中
心部と地域の快適な生活空間が利便性の高い公共交通や道路ネットワークで結ばれ
た、コンパクトで住みやすい水と緑が感じられるまちをつくります。

　そのために、多様な主体との連携による水と緑を活かした憩いの場の創出やまち
のリニューアルなど、中心部における魅力ある拠点形成や地域の成長につながる核
づくりを進めるとともに、人々が安心して住み続けられるような土地利用や居住エ
リアの誘導を図ります。
　また、人口動向や生活機能の状況を踏まえながら、快適な暮らしの支えとなる公
共交通の再構築や幹線道路ネットワークの形成とともに、効率的かつ安定的な都市
基盤施設の維持を図ります。

まちなか・住環境 交通 公園・緑化 都市インフラ

基
本
構
想
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「豊
かな自然

と恵まれた環境」
を次世代につなぐ「豊
かな自然

と恵まれた環境」
を次世代につなぐ

7基本目標

　豊かな自然とともに、その恩恵を受けながら暮らし続けるためには、環境問題に
対する一人ひとりの意識や行動が鍵となります。
　気候変動や生物多様性の損失などの環境危機が懸念される中、都市の仕組みや暮
らしのあり方をあらゆる領域で環境に配慮した持続可能な形に変えるため、市民や
事業者、行政など地域社会の構成員が一丸となって環境問題に取り組んでいくこと
が求められます。
　また、久留米市にとって貴重な地域資源である筑後川や耳納連山などの豊かな自
然環境と多様な生態系を地域社会全体で大切に守り育て、次の世代に誇りと愛着を
もってつなげていくことが重要となります。
　
　気候変動をはじめとした環境問題を自分ごととして捉え、豊かな自然環境と生活
環境を守りながら、脱炭素社会、循環共生型社会の実現に向けて行動するまちをつ
くります。
　
　そのために、先進的に行ってきた公共施設の脱炭素化や再生可能エネルギーの活
用、ごみ減量、再資源化など環境への負荷を減らす取組を更に進めるとともに、一
人ひとりの率先した環境配慮行動を促し、市内の豊かな自然環境と生物多様性、生
活環境を保全しながら、将来にわたり豊かな自然とともに暮らし続けられるまちづ
くりを進めます。

循環型社会脱炭素型社会 自然・生活環境

「新
たな価値

、地域の稼ぐ力」を生み出す「新
たな価値

、地域の稼ぐ力」を生み出す

8基本目標

　地域経済の活力を高めるためには、知恵と技術で培ってきた伝統を大切にしなが
ら、時代の潮流を捉えた戦略的な産業政策の下、革新的な技術や発想により新たな
価値を生み出し、稼げる産業をつくることが重要です。
　医療をはじめ、ゴムやバイオ、自動車関連、県内最大の農業産出額を誇る農業など、
これまで地域経済をけん引してきた産業の高付加価値化や、将来の市場拡大が予測
される産業の育成・集積が、今後の地域経済の成長に求められています。
　また、近年、物価高騰による生産・流通コストの上昇に加え、人口減少や人口構
造の変化による人手不足が、特に地域産業を担う中小企業・小規模事業者にとって
深刻な課題となっています。
　
　地域産業が創り出す付加価値が高まり稼ぐ力が増すことで、市民の所得水準が向
上し、地域の産業を担う人材が確保できているまちをつくります。

　そのために、成長可能性のある産業の育成・集積の促進をはじめ、既存産業の高
付加価値化や地域企業の生産性向上の支援など、地域産業の競争力強化を図ります。
また、多様な人材が活躍でき、若者や女性にとって魅力的で働きやすい労働環境の
整備を促進するとともに、その魅力発信を通じて、地域企業の雇用・就労を支援し
ます。
　また、魅力ある農業が持続的に発展していくよう、デジタル技術の活用支援など
により、生産性や収益性を向上させ、農業者の所得向上や安定した農業経営を促進
するとともに、職業としてやりがいをもって農業に従事する多様な人材の育成・確
保を進めます。

産業振興 農業振興 労働環境
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「豊
かな自然

と恵まれた環境」
を次世代につなぐ「豊
かな自然

と恵まれた環境」
を次世代につなぐ

7基本目標

　豊かな自然とともに、その恩恵を受けながら暮らし続けるためには、環境問題に
対する一人ひとりの意識や行動が鍵となります。
　気候変動や生物多様性の損失などの環境危機が懸念される中、都市の仕組みや暮
らしのあり方をあらゆる領域で環境に配慮した持続可能な形に変えるため、市民や
事業者、行政など地域社会の構成員が一丸となって環境問題に取り組んでいくこと
が求められます。
　また、久留米市にとって貴重な地域資源である筑後川や耳納連山などの豊かな自
然環境と多様な生態系を地域社会全体で大切に守り育て、次の世代に誇りと愛着を
もってつなげていくことが重要となります。
　
　気候変動をはじめとした環境問題を自分ごととして捉え、豊かな自然環境と生活
環境を守りながら、脱炭素社会、循環共生型社会の実現に向けて行動するまちをつ
くります。
　
　そのために、先進的に行ってきた公共施設の脱炭素化や再生可能エネルギーの活
用、ごみ減量、再資源化など環境への負荷を減らす取組を更に進めるとともに、一
人ひとりの率先した環境配慮行動を促し、市内の豊かな自然環境と生物多様性、生
活環境を保全しながら、将来にわたり豊かな自然とともに暮らし続けられるまちづ
くりを進めます。

循環型社会脱炭素型社会 自然・生活環境

「新
たな価値

、地域の稼ぐ力」を生み出す「新
たな価値

、地域の稼ぐ力」を生み出す

8基本目標

　地域経済の活力を高めるためには、知恵と技術で培ってきた伝統を大切にしなが
ら、時代の潮流を捉えた戦略的な産業政策の下、革新的な技術や発想により新たな
価値を生み出し、稼げる産業をつくることが重要です。
　医療をはじめ、ゴムやバイオ、自動車関連、県内最大の農業産出額を誇る農業など、
これまで地域経済をけん引してきた産業の高付加価値化や、将来の市場拡大が予測
される産業の育成・集積が、今後の地域経済の成長に求められています。
　また、近年、物価高騰による生産・流通コストの上昇に加え、人口減少や人口構
造の変化による人手不足が、特に地域産業を担う中小企業・小規模事業者にとって
深刻な課題となっています。
　
　地域産業が創り出す付加価値が高まり稼ぐ力が増すことで、市民の所得水準が向
上し、地域の産業を担う人材が確保できているまちをつくります。

　そのために、成長可能性のある産業の育成・集積の促進をはじめ、既存産業の高
付加価値化や地域企業の生産性向上の支援など、地域産業の競争力強化を図ります。
また、多様な人材が活躍でき、若者や女性にとって魅力的で働きやすい労働環境の
整備を促進するとともに、その魅力発信を通じて、地域企業の雇用・就労を支援し
ます。
　また、魅力ある農業が持続的に発展していくよう、デジタル技術の活用支援など
により、生産性や収益性を向上させ、農業者の所得向上や安定した農業経営を促進
するとともに、職業としてやりがいをもって農業に従事する多様な人材の育成・確
保を進めます。

産業振興 農業振興 労働環境

基
本
構
想
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「久
留米ならではの魅力」
を高め広げる

9基本目標

　将来にわたり、魅力あるまちとして活力を維持していくためには、久留米ならで
はの豊富な地域資源を効果的に活かして、地域の魅力と価値を高め、広域的な交流
やにぎわいにつなげることが重要です。
　交流人口や定住人口の増加に向けた都市間競争が激しくなる中、福岡市への人や
経済の集中が進み、若い世代、特に女性の福岡都市圏への転出傾向が続いています。
福岡県南地域の中核都市としての都市機能を充実させ、久留米にしかない、久留米
ならではの魅力を向上させることが求められています。

　求心力の高いにぎわいある都市として、市民が誇りと愛着を持ち、多くの人々に
訪れたい、住んでみたい、住み続けたいと思われ、若者や女性にも選ばれるまちを
つくります。

　そのために、この地にしかない歴史や資源を活かした魅力ある観光ブランディン
グやまちのにぎわい創出などを市民とともに進め、若い世代が共感し、久留米なら
ではの魅力を主体的に広めたくなる戦略的なプロモーションを進めます。
　また、地域の核づくりを進め、拠点都市機能を高め発揮するとともに、地域全体
の発展に向けた広域連携や集積する学術研究機関の機能・資源の活用を進めながら、
地域の活性化と魅力向上を図ります。

観光振興・にぎわい シティプロモーション 拠点都市・広域連携

「スマ
ートな行財政運営」
に転換する「久

留米ならではの魅力」
を高め広げる 「スマ

ートな行財政運営」
に転換する

10基本
目標

　将来にわたって持続可能なまちづくりを進めるためには、社会環境の変化に柔軟
に応じられる行財政運営が不可欠です。
　本格的な少子高齢化・人口減少の進行や急速なデジタル社会の進展など、これま
でに経験したことのない社会環境のもとで、従来の制度や枠組みが機能しない状況
が生じつつあります。
　こうした中で、多様化・複雑化する地域課題には多様な視点からの対応が必要と
なります。また、デジタル技術の活用などにより、あらゆる領域で創意工夫を進め、
より効率的で利便性の高い市民サービスが提供できる市役所づくりを進めていく必
要があります。

　多様な主体がまちづくりに参画する仕組みを構築し、あらゆる分野で協働を進め
ながら、社会環境の変化に柔軟に対応できるスマートな行財政運営をめざします。

　そのために、これまで進めてきた協働の取組を更に深化させ、あらゆる分野で市
民や地域コミュニティ組織、市民活動団体、事業者、大学など多様な主体の力が活
かされた、地域が一体となったまちづくりを進めます。
　また、限られた行政資源を新たな分野に戦略的にシフトするとともに、社会環境
の変化に柔軟に対応できる職員の育成と確保を図りながら、デジタル化・ＤＸや広域
連携の推進、民間活力の導入による効果的・効率的な行財政運営を通じて、機能的
でスマートな体制の構築を進めます。

協働 行財政
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　本格的な少子高齢化・人口減少の進行や急速なデジタル社会の進展など、これま
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要があります。

　多様な主体がまちづくりに参画する仕組みを構築し、あらゆる分野で協働を進め
ながら、社会環境の変化に柔軟に対応できるスマートな行財政運営をめざします。

　そのために、これまで進めてきた協働の取組を更に深化させ、あらゆる分野で市
民や地域コミュニティ組織、市民活動団体、事業者、大学など多様な主体の力が活
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連携の推進、民間活力の導入による効果的・効率的な行財政運営を通じて、機能的
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協働 行財政

基
本
構
想
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　基本構想の計画期間は、長期的なまちの姿を見据えながら、加速する社会構造の変化に適応し、未
来に向けて持続可能な基盤を確立させるために、一定のまちづくりを想定できる 10年とします。

 私たちが描く
未　来

‒ 基本構想目標年次 ‒

令和 17（2035）年

　日本社会全体の人口減少の状況を踏まえながら、持続可能で発展を続ける中核都市として、久留米
市の将来人口推計及び本計画に示す施策展開の効果を考慮し、基本構想の目標年次である令和 17
（2035）年度末の人口を 29万人と設定します。

2035 年の
将来人口

‒ 人口フレーム ‒

　国土を形成する土地は、市民生活や様々な社会活動の共通基盤であり、限られた貴重な資源です。
　先人から今に受け継ぎ、久留米に暮らす私たちは、この美しい郷土を、誇りと愛着をもって次世代
に引き継ぐことが重要な役割となります。
　
　人口減少社会下においては、無秩序に都市機能を拡散するのではなく、選択と集中による効率的な
土地利用を展開するとともに、市域を越えた広域的な視点で、周辺の自然環境や国土利用との調和を
図っていく必要があります。
　また、土地利用にあたっては、公共の福祉の優先を基本に、地域づくりや人づくり、自然環境との
共生に配慮しながら、長期的視点に立った総合的かつ計画的な利用を図ります。

久留米市の
未来図

‒ 土地利用方針 ‒

29万人
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み ん な で 描 く
久 留 米 の 未 来

　2035 年の未来を描くため、市民アンケート、市民ワークショップを実施し、
様々な市民意見を取り入れました。

C O L U M N

みんなで描く久留米の未来は次のページへ

詳しくはこちらへ

市民アンケート及び
市民ワークショップより

久留米市に対する将来展望
（上位３項目）

①にぎわいの創出…34%
●  活気あるまち
● 充実した商店・飲食店
● イベントの開催
● 商店街の活性化
● 中心部の駐車料金の値下げ

②こども・子育て…18%
●  子育て支援
● 子育てしやすいまち
● 子育て世代が住みたいまち
● こどもの遊び場の整備・拡充
● 経済的・環境的にこどもにやさしいまち

③行政機能・サービス…17％
●  手厚い援助・支援
● 行政サービスの維持・改善・拡充
● 財政についての懸念
● コンパクトなまちづくり

・話題になる魅力的な店が増え、夜遅くまで他
の地域との往来ができる利便性のよいまち。
(20代女性）
・商店街は人通りが少ない為、安く利用できる
駐車場などがあると、もっと人が訪れると思う。
(60 代男性）

・こどもが溢れて、活気のある市。久留米で生
まれ育ったこどもたちが久留米に帰ってきて住
んで欲しい。(30 代女性）
・子育てしやすい家族向けの手当や、住みやす
さにつながる治安に目を向けていくべきだと思
う。(30 代男性）

・都会のような手厚い支援を。(30 代男性）
・コンパクトで利便性の高いまちづくりをめざし
てほしい。いまある場所を大切につかってもら
いたい。(40 代女性）

み ら い

こんなまちになってほしい！

基
本
構
想
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あふれるまち
優しさ 豊かさ 輝き 
あふれるまち

優しさ 豊かさ 輝き 
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市民アンケートやワークショップ、こどもたちとの意見交換などでは
「こんなまちになってほしい」「こんなまちにしたい」という声を多くいただきました。
そうした声をもとに描いた未来の一つの姿として、
こんな久留米の風景が広がっているかもしれません。

みん
なで
描く久

留米の
未来

基
本
構
想
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D e s i g n
K U R U M E
久 留 米 未 来 デ ザ イ ン 計 画

2

2 0 2 6 - 2 0 3 0

前期基本計画

総論
基本計画の概要・基本計画の考え方・全体図

まちづくり評価
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基本計画の概要

１．目的
　基本計画は、基本構想に掲げる将来都市像の実現に向けて、中期的に取り組む施策を体系的に示すも
ので、久留米市のまちづくりの指針として策定します。

２．性格
　市民、事業者、団体、行政などが協働してまちづくりに取り組むにあたっての指針となる地域社会計
画です。

３．構成と期間

基本構想

事業計画

まちづくりを進めていくための
将来都市像や基本目標を示すもの

基本計画

構  成

期  間

基本構想（10年間）

前期基本計画（5年間） 後期基本計画（5年間）

事業計画
（3年間） ※毎年度見直しを実施

令和 8年度
（2026）

令和 13年度
（2031）

令和 17年度
（2035）

基本計画で示す施策を実現する
ための具体的な計画

基本構想を実現するための施策を
体系的に示すもの
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５．目標人口
　基本計画の策定及び推進にあたっては、令和
12（2030）年度末の推計人口約 29 万 4 千人
を基本に、計画に掲げた施策の実施による効果
を考慮し、令和 12（2030）年度末の人口を
29万５千人（住民基本台帳）と設定します。

６．政策評価制度
　まちづくりの状況について点検・評価し、その結果を次の施策や事業等の企画立案・実施に適切に
反映するとともに、その内容を広く市民と共有し、協働のまちづくりの具体化を図るための進行管理
システムとして、政策評価制度に取り組みます。
　政策評価制度は、基本計画全体と基本目標ごとに掲げるめざす姿の実現状況を点検するための「ま
ちづくり評価」と、具体的な事務事業の取組状況や成果を評価する「事業評価」により運用します。

４．区域
　基本計画の対象とする区域は、
久留米市の行政区域を基本とし
ます。ただし、県南の中核都市
として、広域的な視点をもって
計画を策定し、推進します。

29万 5千人
令和12（2030）年度末

大川市
大木町

小郡市

大刀洗町

うきは市KURUME
久留米市

 

総
　
論
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7 ．SDGs との関連性
　 SDGs は、「誰一人取り残さない（leave no one behind)」という理念の下、令和 12（2030）年
を達成年限とする全ての国が取り組むべき「持続可能な開発目標」であり、貧困、飢餓、健康・福祉、教育、
ジェンダー、気候変動、平和などに関する 17のゴール（目標）が掲げられています。 
　 SDGs の達成に向けては、国や地方自治体、民間企業、市民社会、消費者、地域の住民、NPO など
の多様なステークホルダーが、自分ごととして捉え、連携・協働して取り組んでいくことが求められ
ています。
　久留米市においては、将来にわたり持続可能な都市の実現をめざして 、総合計画及び各分野の個別
計画に基づき、久留米市が直面する多様な課題解決に向けた取組をこれまで進めてきました。
　未来デザイン計画では、10 の基本目標を達成するための 33 の施策ごとに、その関連する SDGs の
17 の目標を示し、官民連携のもと、各分野の様々な課題解決に向けた取組を着実に推進することで、 
SDGs の目標達成につなげていきます。 　
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基本計画の考え方

　前期基本計画期間においては、基本構想に掲げるまちづくりの視点ごとの分野横断的な重点課題を
念頭に置きながら、将来都市像の実現に向けた戦略的な施策展開を図ります。

●本格化する人口減少社会において、今後も
久留米市が持続可能なまちであり続けるために
は、人口減少のスピードを最大限緩和し、一
定の人口規模を維持していくことが重要です。

●令和６（2024）年度末の住民基本台帳人
口は、広域合併後初めて 30 万人を下回りま
した。人口減少の主な要因は、出生数と死亡
数の差である自然動態のマイナス幅の拡大で
あり、特に近年の出生数の減少は、社人研の
推計よりも大きくなっています。こうした傾
向を踏まえ、早期に対応していくことが必要
となります。

●まちの活力や人口動態に影響を及ぼす若者
や女性の定着を促進し、夢や希望をもてる地
域社会をつくるため、若者や女性にも選ばれ
る魅力ある地域づくりや、結婚・妊娠・出産
に希望がもてる環境整備に取り組みます。あ
わせて、地域とのつながりや文化芸術、スポー
ツ、歴史、教育などを通じて、地域への誇り
や愛着の醸成を図りながら、誰もが住み続け
たいと思うまちづくりを総合的に進めます。

人口減少の
スピードの緩和

●少子高齢化・人口減少の進行により、あら
ゆる分野で顕在化しつつある人材不足の加速
化をはじめ、都市基盤や生活機能の維持の困
難、75 歳以上の高齢者や単独世帯の増加に
よる社会保障制度の負担や孤独・孤立などの
課題の深刻化が懸念されています。こうした人
口減少や人口構造の変化による影響を的確に
捉えたうえで、その影響を見込んだまちづくり
を進めることが重要となります。

●医療や介護・福祉、地域、農業・商工業な
ど様々な分野の人材確保に向けた対応を進め
るとともに、支え合いの地域づくりや、認知症
の人や一人暮らし高齢者の増加への対応、生
きがい・健康づくりなどに取り組みます。また、
効率性を踏まえたコンパクトな拠点市街地の形
成を進めつつ、地域の状況に応じた生活機能
の維持に取り組みます。

人口減少や人口構造の変化の
影響を見込んだまちづくり

人口減少に本格的
に向き合った

まちづくりへの転
換

まちづくりの視点1  

総
　
論

25



●人口減少が加速する中で地域が発展し続け
るためには、まちづくりの原動力となる「人」が、
それぞれの個性や能力を発揮でき、自分らしく
活躍できる地域社会であることが重要となりま
す。そのためには、産業、文化芸術、スポーツ、
地域活動など、あらゆる分野において人づくり
の視点をもって施策に取り組み、こどもから大
人まで誰もが夢や希望をもって成長し、自己実
現できるような環境整備が必要となります。

●人づくりの基盤として、生まれ育った環境に
かかわらず、こどもが健やかに育つことのでき
る環境の整備や、未来につながる誰ひとり取り
残されない教育を推進するとともに、創業や就
業、文化芸術、スポーツなど様々な分野にお
いて、若年層の育成・支援を行います。また、
高齢者や障害者、困りごとを抱える人など様々
な境遇にある人の社会参加の促進や福祉の充
実などに取り組みます。

人づくりの視点をもった
まちづくり

●世代や性別、価値観、生活様式、文化、言
語が異なる多様な人たちが暮らし、活動する
地域社会において、地域のつながりの希薄化
や孤独・孤立などの社会課題が深刻化してい
ます。こうした状況の中でも、お互いを認め合
いながら、つながりをもち助け合い、安心して
ともに暮らしていける地域共生のまちを、様々
な協働により築いていくことが重要となります。

●地域における様々な主体によるネットワーク
づくりや支え合いの場づくりを進めるとともに、
市民活動団体や事業者など多様な主体が連携
した地域コミュニティづくりやまちづくりへの
参加促進を図ります。また、外国にルーツをも
つ人が安心して暮らせる多文化共生の地域づく
りを進めるとともに、災害など生活リスク発生
時に命や暮らしが守られ、安全・安心に生活
できる環境の整備に取り組みます。

共生・協働の
まちづくりの深化

一人ひとりを大切
にした

人づくりと共生、
協働の深化

まちづくりの視点2
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●気候変動による自然災害の頻発・激甚化を
はじめ、新しい感染症の流行、AI など急速な
デジタル技術の進展、物価高騰や国際情勢の
不安定化など、地域を取り巻く環境が変化す
る中、社会の仕組みや暮らしのあり方がこれま
でにないスピードで大きく変化しています。加
えて、地球温暖化の影響の深刻化や大規模地
震発生の恐れなど、私たちの暮らしを脅かすリ
スクの発生も想定されます。

●めまぐるしい社会環境の変化に対応しなが
ら、その変化をまちの発展につなげるとともに、
将来の変化やリスクを予測し、その影響への
備えを講じていく必要があります。

●これまでの災害や感染症流行への対応の経
験を活かして、今後のリスク発生を想定した危
機管理体制の強化を図るとともに、様々な分
野・主体における環境負荷低減の取組を促進
し、脱炭素型社会に向けたまちづくりを推進し
ます。また、あらゆる分野におけるデジタル化・
DX の推進により、業務の効率化や生産性の
向上、新たなビジネスの創出などを促進し、
まち全体の付加価値を高めます。

環境の変化
への対応

●まちの持続的な発展に向けて、時代の潮流
や社会環境の変化を的確に捉え、まちに新た
な魅力や活力を生み出していくことが重要とな
ります。

●残すべきものは大切に守りながら、時流に応
じて変わるべきところは抜本的に変えるなど、
都市基盤や都市機能、産業、制度など様々な
領域で、適時かつ迅速な変革・更新を重ねて
いく必要があります。　

●駅周辺や公園などの都市基盤を時代に合っ
た形に更新し、人の交流やにぎわいを創出す
るなど、地域の成長につながる核づくりを進め
るとともに、まちづくりへの民間資源や活力の
導入を促進する取組を進めます。また、地域
経済への波及効果の高い成長分野の産業を呼
び込む、時代の潮流を捉えた戦略的な産業政
策を進め、まちの稼ぐ力の強化を図ります。

新たな魅力や
活力を生み出すまちづくり

時代の潮流をとら
えた

まち全体の変革・
更新

まちづくりの視点3
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基本計画のまちづくり評価

　まちづくりにあたっては、市民、事業者、団体、行政などが、久留米市のめざす将来の姿を共有し、
協働していくことが必要です。
　そのため、まちづくり評価として、基本計画全体の評価と各基本目標の評価を行うための指標をそ
れぞれ設定し、その実現状況を明らかにします。

１．基本計画全体の評価
　全国的に、少子高齢化・人口減少が急速に進行していく中で、久留米市が将来にわたって持続可能
なまちとしてあり続けるためには、その減少スピードを最大限緩和し、一定の人口規模を維持してい
くことが重要です。
　そのため、基本計画全体の評価は、「人口」と、人口動態の増減に影響を及ぼす市民の意識である「住
みやすさ」「定住意向」で行います。

２．基本目標の評価
　基本目標ごとに、各施策が「めざす成果」と、各施策の進捗状況を表す「施策指標」を設定し、
基本目標に掲げる「めざす姿」の実現状況を評価します。

　① めざす成果
　　基本目標の実現に向けて、各施策がめざす成果を総合的に示します。

　② 施策指標
　　めざす成果の実現状況を評価するにあたって、各施策の進捗状況を明らかにする施策指標を設
定します。

指　標（R12)

人　口

（住民基本台帳）

住みやすさ
（住みやすいと思う
市民の割合）

（市民意識調査）

定住意向
（住み続けたいと思う

市民の割合）

（市民意識調査）

295,000人 95.0％ 85.0％
【現状値（R7）】300,199 人 【現状値（R7）】92.2% 【現状値（R7）】77.5%

目標値
（R12）

目標値
（R12）

目標値
（R12）
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基本目標 めざす成果（R7→R12) 施策指標 現状値（R7) 目標値（R12)

「安全・安心な
暮らし」を守る

安全・安心に暮らせると
思う市民を増やす
（市民意識調査）

5,421人 6,000人
32.84％ 36.00％

2,153件 1,600件

59.9％ 62.0％

27.0％ 30.0％
22.5％ 30.0％
35.2％ 40.0％

712箇所 766箇所

391団体 415団体

22.2％ 25.0％
158人 200人

23校区 46校区

全国平均
以上

防災に関する出前講座や研修に参加
した人数

避難行動要支援者名簿の登録率

一般刑法犯認知件数

人権感覚を高めたい市民の割合

初めて人権研修に参加した人の割合

校区コミュニティ組織における女性役
員の割合

健康づくりに取り組む市民の割合

支え合いの場の数（通いの場、集い
の場など）

市民活動・ボランティア活動の団体数

ボランティア活動や地域活動に参加し
たことがある市民の割合

地域の交流活動へ参加した外国人の
数

地域でのこども・若者の居場所の設
置校区数

子育てしやすいまちだと感じる市民の
割合 71.6％ 80.0％

90.0％
100％ 100％

体感治安

休日・夜間の救急受入体制（病院群
輪番制事業実施率）

98人 128人
576人 2,600人

福祉施設利用者の一般就労移行者数

認知症予防事業への参加者数

自分にはよいところがあると思う児童
生徒の割合

85.3％

学習したことを地域や社会の中で活か
すことができている市民の割合 56.4％ 60.0％

1

「自分らしく輝き
続けられる社会」
をつくる

生きがいをもって自分らし
く暮らすことができている
と思う市民を増やす
（市民意識調査）

2

「つながり
支え合う地域」
をつくる

地域での支え合いや助け
合いが充実していると感じ
る市民を増やす
（市民意識調査）

3

「未来を創り
担うひと」
を育む

自分らしく学び、成長でき
るまちと思う市民を増やす
（市民意識調査）

4

75.3% 80.0%

61.3% 70.0%

64.9% 70.0%

79.5％

（R6）

（R6）

（R6）

（R6）

(R6)

(R6)

（R6）

（R6）

(全国値 86.9%)

小学校

84.4％
( 全国値 86.2%)

中学校

77.7% 85.0%

 

総
　
論

31



「楽しく
心豊かな暮らし」
を実現する

心豊かに暮らしていると
思う市民を増やす
（市民意識調査）

45.8％ 65.0％
62.8％ 70.0％

33校区 36校区
5公園 20公園
36.0％ 46.0％

130,556kW 219,000kW

3,932億円 4,429億円

310億円 358億円

11事業所 30事業所

35,500人
600万人

文化芸術に触れた（鑑賞・活動した）
市民の割合【※過去 1年間に】

成人の週１回以上のスポーツ実施率

生活支援交通の導入校区数

市民との協働により利活用が進んでい
る公園の数

上水道管老朽化対策進捗率

- 70.0％下水道管老朽化対策進捗率
（第2期ストックマネジメント計画）

再生可能エネルギー導入量

製造品出荷額

農業産出額

働きやすい職場環境に関する認定を
取得している事業所数

地価（中心部商業地）

中心市街地の歩行者通行量

観光入込客数

シティプロモーションサイトの
PV（ページビュー）件数 282,000件

535万人

32,260人

360,000件
207,500円 266,000円

35,500人
58.0％
32,260人

59.0％

中心市街地の歩行者通行量

居住誘導区域内の人口の割合

836g 804g
58.6％ 85.0％

市民一人１日あたりのごみ排出量

自然や生きものを守るための活動や行
動をしている人の割合

292事業 410事業
市民活動団体や地域コミュニティ組
織、事業者等との協働事業数

主要駅における乗降客数 2,514千人 2,514千人

5

「魅力ある
快適な都市」
をデザインする

まちに出かけたくなるよう
な魅力や楽しみがあると
思う市民を増やす
（市民意識調査）

6

「豊かな自然と
恵まれた環境」を
次世代につなぐ

日常で環境に配慮した取
組をしている市民を増やす
（市民意識調査）

7

「久留米ならでは
の魅力」

を高め広げる

久留米に愛着をもつ市民
を増やす
（市民意識調査）

9

70.8% 75.0%

51.1% 55.0%

83.2% 90.0%

「新たな価値、
地域の稼ぐ力」
を生み出す

市民の所得水準を高める
（統計調査）

8
2,672千円 3,006千円

「スマートな行財政
運営」に転換する

持続可能な市民サービス
提供、まちづくり推進体
制を整える

10

88.4% 95.0%

69.3％
（鑑賞）

22.1％
（活動）

80.0％
（鑑賞）

25.0％
（活動）

歴史遺産に触れる機会がある市民の
割合

(R6)

(R6)

（R6）

（R6）

（R6）

（R6）

（R6）

(R6)

市役所に行かなくていいオンライン手
続の導入割合 35.0％ 75.0％

基本目標 めざす成果（R7→R12) 施策指標 現状値（R7) 目標値（R12)

(R4)
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D e s i g n
K U R U M E
久 留 米 未 来 デ ザ イ ン 計 画

3

基本目標ごとの施策

基本計画

各論
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基本目標

施策分野

11
「安全・安心な暮らし」「安全・安心な暮らし」

を守るを守る

災害に対する強靭な地域づくり

生活安全 保健・医療防災

　気候変動による災害の頻発・激甚化や南海トラフ地震など大規模な災害が想定
される中、災害リスクを最大限取り除き、人々が安心して住み続けられるまちづく
りを進めていく必要があります。
　高い防災機能を備えた強靭な都市を構築するため、ハード・ソフト両面から地
域防災力の強化を図るとともに、女性や高齢者、障害者をはじめ、誰もが安全で
安心して避難できる環境づくりと被災者支援に取り組みます。

施 策

0101

ハード・ソフト両面からの
災害対策の推進

安全・安心に避難できる
環境づくり

⚫流域のあらゆる関係者が協働で取
り組む流域治水の充実・推進
⚫国・県・市で連携した治水対策に

おける施設整備の推進
⚫自助・共助・公助意識の醸成
⚫地域の防災人材の育成と自主防災

活動の活性化
⚫災害発生後の様々なフェーズにおけ

る多様な主体との連携
⚫防災 DX 推進による迅速な被災状

況把握と情報発信

⚫協働や自主運営による避難所の確
保と安定的運営の推進
⚫避難行動要支援者が確実に避難で

きる取組の推進
⚫避難所の設備や備蓄品の充実
⚫避難行動につながる防災啓発活動

の推進

暮らしの安全・安心が確保され、

災害や感染症など危険な状況が発生したときも

命や暮らしを守る機能が整ったまち

めざす姿
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いのちと健康を守る 保健医療の体制づくり

日常の暮らしを守る安全対策の推進

　新型コロナウイルス感染症は、地域の保健医療体制に危機的な状況をもたらし
ました。今後も、新たな感染症や進行する高齢化、人口減少などに対応できる保
健医療体制の維持が求められています。
　市民のいのちと健康を守るため、医療機関等と連携した地域医療や救急医療体
制の確保を図るとともに、保健所機能や健康危機管理体制などの保健衛生体制の
充実に向けた取組を進めます。

　電話・SNS を利用した新たな詐欺事件や高齢者の交通事故など、社会環境の
変化に伴って発生する事件や事故が地域社会にも広がっており、日常の暮らしを
脅かす危険や不安などへの対策が求められています。
　日頃からの地域のつながりを大切にし、セーフコミュニティ活動などを通じて協
働の仕組みを強化しながら、防犯や暴力追放、交通安全対策など、地域の暮らし
の様々な分野における安全・安心のまちづくりを進めます。

施 策

施 策

0303

0202

保健衛生体制の充実地域医療体制の維持

⚫健康づくり・健康危機管理の拠点と
しての保健所機能の充実・強化
⚫感染症や食中毒、自然災害発生時

の健康危機管理体制の強化
⚫動物愛護センターを核とした動物愛

護・適正飼育の推進

⚫医療機関等と連携した地域医療・
救急医療体制の維持
⚫広域小児救急医療体制の継続的・

安定的な運営
⚫ ICT を活用した医療効率化の支援
⚫在宅医療・介護連携の推進

防犯対策・暴力追放の
推進生活安全対策の充実 交通安全対策の推進

⚫市民や事業者、地域との協働に
よる防犯活動の推進
⚫特殊詐欺など新たな犯罪被害防

止対策の推進
⚫地域が一丸となった暴力追放運

動と暴力団排除活動の展開　

⚫セーフコミュニティ活動による
安全・安心のまちづくり
⚫消費生活の教育・啓発、情報発

信、相談体制の充実
⚫犯罪被害者等の相談体制の充実

⚫こどもや高齢者の交通事故防止
の推進
⚫交通安全団体等との連携による

交通安全意識の向上
⚫交通事故防止のための環境整備

 

各
　
論
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基本目標

施策分野

22
「自分らしく輝き続け「自分らしく輝き続け
られる社会」をつくるられる社会」をつくる

一人ひとりの人権が尊重され、誰もが
自分らしい暮らしを営みながら生きがいをもって

活躍し、住み慣れた地域で安心して
暮らし続けることができるまち

一人ひとりが尊重される 人権意識の確立

めざす姿

男女共同
参画

健康
生きがい

高齢者
障害者

生活困窮
人権

　これまで、すべての人の人権の尊重を基本としてまちづくりを進めてきましたが、
今もなお、人権侵害が発生しています。
　また、情報化や国際化が進む中で、インターネットや SNS 上の人権侵害や新
たな人権問題が顕在化しています。
　近年、施行された様々な人権問題に関する法律を踏まえながら、地域や学校、
関係団体等と連携し、市民一人ひとりの人権意識を確立するとともに、社会全体
であらゆる差別や人権侵害をなくし、人権を尊重するまちづくりを進めます。

施 策

0404

人権意識の確立

⚫人権意識を確立するための教育や
啓発の推進
⚫地域や学校、関係団体等と連携し

た人権のまちづくり
⚫同和問題をはじめ、様々な人権問

題の解決に向けた取組の推進

人権擁護の推進

⚫こども、女性、高齢者、障害者、
外国にルーツをもつ人等へのあらゆ
る差別の解消
⚫人権侵害の未然防止、保護・救済、

相談・支援体制の充実
⚫意思決定支援などの権利擁護の推進
⚫関係機関・団体等との情報共有・

ネットワークの強化
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健やかに暮らし活躍できる 健康と
生きがいづくりの推進

自分らしく輝く 男女共同参画社会の実現

　生涯を通じて質の高い生活を送り、いきいきと活動し続けるためには、主体的
な心身の健康づくりとともに、自らの意思決定に基づき、就労や多様な社会活動
など、社会や地域で活躍できる環境が重要です。
　健康寿命の延伸に向けて、ライフコースアプローチの観点を取り入れ、市民一
人ひとりの生涯を通じた心身の健康づくりを支える環境を整備するとともに、個
人の状況やライフスタイルに応じて就労や社会参加ができ、自分らしく生きがいを
持って暮らせるまちづくりを進めます。

　家庭や地域、職場など、市民の身近な生活の場において、固定的な性別役割
分担意識による慣習や慣行、制度が根強く残っており、また、生活困窮、性暴力・
性犯罪被害など女性をめぐる課題がより顕在化しています。
　これらの課題を解消し、誰もが性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮で
きる男女共同参画社会の実現に向けて、ジェンダー平等の意識づくりや様々な分
野での女性の活躍を促進します。

施 策

施 策

0606

0505

女性の活躍の促進

⚫様々な意思決定場面への女性参画
の環境づくり
⚫男女の均等な雇用機会と待遇の確

保、女性の就業や起業の支援
⚫まちづくりや地域活動における男女

共同参画の促進

ジェンダー平等の推進

⚫固定的性別役割分担意識の解消と
ジェンダー平等の意識づくりに向け
た啓発、教育の実践
⚫困難な問題を抱える女性等が安心

して暮らせる環境の整備
⚫男女がともに仕事と家庭を両立でき

るワーク・ライフ・バランスの推進

障害者の就労・
社会参加の促進

こころと体の健康づくり

⚫一般就労の促進、福祉的就労
の充実 
⚫情報アクセシビリティの向上と

意思疎通支援の充実
⚫多 様な社 会 活 動への参加と　

生きがいづくりの促進

⚫市民の主体的な健康づくりの推進
⚫生活習慣の改善、生活習慣病の発

症・重症化予防の推進
⚫メンタルヘルスに関する相談支援の

強化、セルフケアの推進
⚫自殺対策に関する市民啓発や人材育

成の推進、関係機関とのネットワー
クの強化

高齢者の就労・
社会参加の促進
⚫就労相談・支援、事業所への情

報発信による就業機会の確保
⚫多様な社会活動への参加と　

生きがいづくりの促進

 

各
　
論
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安心して暮らし続けられる 福祉の充実

障害者福祉の充実 生活困窮者支援の充実高齢者福祉の充実

　高齢化に伴って増加が見込まれる認知症の人や一人暮らし高齢者をはじめ、障
害がある人、困りごとを抱える人など、人々の置かれた状況は様々で、その課題
は多様化・個別化しています。
　高齢者や障害者、生活に困難を抱える人など、生活をしていく上で支援を必要
とする人が、それぞれのニーズに応じた福祉サービスを受けることができ、住み
慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちづくりを進めます。

⚫基幹相談支援センターを核とし
た相談支援体制の充実
⚫個々の発達段階に応じた療育・

保育・教育の切れ目のない支援
⚫自立生活の支援強化と福祉人材

の確保・育成

⚫生活自立支援センターを核とし
た自立相談支援体制の充実
⚫家計改善支援、就労支援などに

よる早期的、包括的な支援
⚫居住不安定者等への見守りや生

活支援

⚫介護予防・認知症施策、一人暮
らし高齢者等の終活支援の推進
⚫地域包括支援センターを核とし

た相談支援体制の充実
⚫介護人材の確保、定着支援など

持続可能な介護保険事業の推進
⚫在宅医療・介護連携の推進

施 策

0707

市民のみなさんからのコメント

ワークショップ意見

避難所
を

地域の
拠点へ

全ての市民が

幸せであることが

大切
地域住民の顔が
見えるまち
にしたい
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基本目標

施策分野

33
「つながり支え合う「つながり支え合う

地域」をつくる地域」をつくる

様 な々主体とのつながりの中で、
それぞれの居場所と役割を持ち、

支えたり支えられたりして、ともに地域を創り、
暮らしていける誰ひとり孤立させないまち

地域で支え合う つながりづくりの推進

めざす姿

市民活動 地域
コミュニティ 多文化共生地域共生

　地域の状況に応じた様々な支え合いの取組が進んでいる一方で、人口減少や
価値観の多様化などの社会環境の変化により、人と人とのつながりの希薄化、
担い手不足が進んでいます。
　地域で生活し、活動する様々な人や団体などが、世代や分野を超えてつなが
り、支え合う関係性や居場所づくりに取り組むとともに、一人ひとりが地域福祉
を自分ごととして捉え、普段の暮らしの中での支え合いが生まれる地域づくりを
進めます。

施 策

0808

地域の支え合い
活動の推進

地域共生社会に向けた
包括的な支援体制の構築

⚫支え合い意識向上のための地域住
民への啓発や情報発信
⚫地域における様々な支え合いの場づ
くりの推進
⚫住民一人ひとりができる支え合い活

動の促進

⚫関係機関や市民活動団体などと連携
した包括的な相談支援体制の構築
⚫困りごとを抱える人の社会とのつな

がりづくりの支援
⚫地域の様々な主体がつながるネット

ワークづくり
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地域をともに創る 地域コミュニティの活性化

地域をともに創る 市民活動の活性化

持続可能な市民活動の
仕組みの構築

多様な市民・組織の
連携促進

市民活動の意欲向上や
活動への参加促進

　価値観やライフスタイルの変化をはじめ、地域のつながりの希薄化、高齢化の
進行を背景に、地域コミュニティ活動への参加意識の低下に加えて、担い手の固
定化・不足が深刻化しています。
　今後、人口減少などの社会環境の変化に対応した持続可能な地域コミュニティ
づくりに向けて、多様な人材の発掘・育成など地域コミュニティ活動の促進を図
るとともに、多様な主体が連携した環境づくりを進めます。

　これまでの協働の取組を通じて、様々な分野で市民活動が広がってきましたが、
少子高齢化・人口減少の進行や共働き世代の増加などによる市民活動の担い手
不足とともに、活動資金の確保が課題になっています。
　多様な市民や主体が地域社会でつながり、活躍する協働のまちづくりに向けて、
地域の課題解決に取り組む市民活動団体の持続可能な活動を支援する仕組みの
構築と市民活動の裾野拡大を進めます。

⚫市民活動の担い手確保や活動の
拡大に向けた取組の推進
⚫市民活動を持続可能な活動とす

るための多様な支援の充実
⚫民間団体等との連携による市民

活動活性化の仕組みの構築

⚫多様な主体による連携・協力の
促進
⚫各分野をリードする団体の育成
とネットワークの形成

⚫市民活動への参加意欲を高め、
活動を促進するための仕組みづ
くり
⚫事業者、大学等を含めた多様な

主体のまちづくりへの参加意欲
の醸成や参加促進

施 策

施 策

1010

0909

多様な主体が連携した
地域コミュニティづくり

地域コミュニティ活動の
促進

⚫地域コミュニティが様々な世代や多
様な主体と連携する環境づくり
⚫地域コミュニティと事業所や市民活

動団体、大学等との連携への支援

⚫コミュニティ意識の醸成に向けた啓
発・情報発信
⚫地域の活性化や課題解決に向けた

まちづくり活動への支援
⚫地域で活躍できる多様な人材の発

掘・育成 
⚫地域活動の拠点施設整備や組織運

営への支援
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ともに暮らすまちを創る 多文化共生の推進
　労働力不足を背景とした外国人材の受入れ拡大により､ 今後も外国人住民の増
加が見込まれる中、生活者としての外国人住民のコミュニケーション支援や地域
住民との相互理解の促進をより一層進めていく必要があります。 
　外国人住民を含め、外国にルーツをもつ人が、地域の一員として安心して生活
できるように、互いの国籍や民族、文化や生活習慣の違いを尊重し、交流を深め
ながら共に暮らしていくための環境整備を進めます。　

施 策

1111

多文化共生のまちづくり外国にルーツをもつ人が
安全・安心に暮らすことが
できる環境の整備 ⚫多文化共生の意識啓発・醸成

⚫地域での相互理解や交流活動の促進⚫生活情報・行政情報の多言語化
や「やさしい日本語」使用によるコ
ミュニケーションの支援
⚫地域や学校等での日本語の学習支援
⚫地域で生活する上で必要なルール

等を知る機会の提供
⚫地域生活で生じる様々な問題を相

談できる相談窓口の充実
⚫災害時の支援体制の整備

市民のみなさんからのコメント

市民のみなさんからのコメント

ワークショップ意見

避難所
を

地域の
拠点へ

全ての市民が

幸せであることが

大切
地域住民の顔が
見えるまち
にしたい

ワークショップ意見

防災機
能のあ

る

公園づ
くりを

してほ
しい

社会的繋がりを

もって生きる

ことが重要 こどもを
安心して

産み育てたい！

 

各
　
論
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基本目標

施策分野

44
「未来を創り担うひと」「未来を創り担うひと」

を育むを育む

まちの未来を創り、
担っていくすべての人が、

自分の考えを表明でき、自分らしく学び、
成長できる環境が整ったまち

こども・若者が健やかに成長できる環境の整備

めざす姿

子育て 教育 生涯学習こども・若者

　貧困や児童虐待、ヤングケアラー、ひきこもりなど、こども・若者や家庭が抱
える困りごとが複雑に絡み合い、また、深刻化する中、その解決に向けて、地域
や関係機関など社会全体で包括的に対応していく必要があります。
　こどもの笑顔があふれるまちをめざし、こども・若者を権利の主体として尊重し
ながら、生まれ育った環境にかかわらず、夢や希望をもって幸せな状態で成長で
きる環境づくりや健やかな育ちを守る地域づくりを進めます。

施 策

1212

こども・若者が
夢や希望をもって
成長できる環境の整備

こども・若者の権利
の保障

こどもの健やかな育ちを
守る支援体制の強化

⚫こども・若者の体験機会や相談
支援の充実
⚫こども・若者の居場所づくりの

推進
⚫若い世代の希望をかなえる出会

いの機会創出や結婚支援の推進

⚫こども・若者の権利の啓発
⚫こども・若者の意見表明と社会

参画の機会確保

⚫困りごとを抱えるこどもやきめ
細かな配慮を必要とする子育て
家庭への支援
⚫貧困の連鎖を断ち切ることをめ

ざしたこどもの貧困対策の推進
⚫地域・関係機関との連携や相

談体制の強化による児童虐待の
防止
⚫こどもの発達支援体制の強化
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未来につながる 教育環境の充実

安心してこどもを育むことができる環境づくり

　グローバル化や ICT の進展など社会環境が大きく変化する中、次世代を担う人づくり
のための教育の充実が求められる一方で、様々なニーズを抱えるこどもたちへの対応な
ど、学校を取り巻く環境はますます複雑化しています。
　こどもたち一人ひとりが大切にされ、自立した人として成長できるよう、人権・同和教
育を土台とし、こどもの権利が保障され、学校・家庭・地域が連携した、未来につなが
り誰ひとり取り残されない教育と、安全で安心して学べる教育環境づくりを進めます。

　少子化や家族形態の変化、地域のつながりの希薄化など、社会環境が変化す
る中、身近な地域に相談できる相手がいないなど、子育て家庭の孤立化により、
その不安感や負担感の増加が懸念されています。
　このような社会環境やニーズの変化に対応した子育て支援への転換を図りなが
ら、子育て家庭が安心してこどもを生み育てられる環境づくりや、こども・若者・
子育てを支え合う地域づくりを進めます。

施 策

施 策

1414

1313

こども・若者・子育てを
支え合う地域づくり

安心して生み育てられる
環境の充実

⚫地域でこども・若者・子育てを
支え合う活動の促進
⚫地域での交流の場や居場所づく
りの推進
⚫子育てと仕事の両立の促進
⚫結婚や子育てに関する啓発・情

報発信の強化

⚫妊娠・出産に対する相談支援体制の充
実、医療機関等と連携した産前産後の
支援
⚫家庭の状況やこどもの成長・発達段階に

応じた切れ目のない子育て支援の充実
⚫質の高い幼児教育・保育サービスの充実
⚫各種手当や医療費助成など、子育てに

関わる経済的負担の軽減 

誰ひとり取り残されない
教育の推進

安全で安心して学べる
教育環境づくり

未来につながる
教育の推進

⚫将来の社会的自立に向けた不登
校対応の総合的な取組の充実
⚫特別な支援が必要な児童生徒

に対するきめ細かな学習環境の
提供
⚫学校・家庭・地域が連携したコ
ミュニティ・スクールの充実
⚫日本語支援が必要な児童生徒へ

の日本語教育の充実

⚫全市的な学校統合、小中連携・
小中一貫教育の推進によるより
よい教育環境の確保
⚫計画的な学校施設・設備等の整

備・更新
⚫教職員の働き方改革と人材育成

の推進 
⚫人権・同和教育の推進

⚫学力の保障と向上に向けた総合
的な取組の充実
⚫ ICT を活用した協働的な学びと

個別最適化された学びの充実
⚫ふるさと久留米への誇りと愛着

を育む教育の実践
⚫久留米の未来を創る特色ある教

育の実践

 

各
　
論
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学びを活かす生涯学習の推進
　社会環境や価値観の変化に伴い、学びのニーズが多様化する中、誰もが生涯
にわたって学び続けることができ、その成果が自己実現にとどまることなく、地域
社会に活かすことができるまちづくりが求められています。
　まちづくりや社会課題に関心を持ち、自分らしく学べる環境の整備や学びの成
果を活かせる場・機会の充実を図るとともに、学びを通じて、地域コミュニティ
を支える人づくり、つながりづくり、地域づくりを進めます。

施 策

1515

「学び」による人づくり、
つながりづくり、地域づくり

生涯学び、活躍できる
環境づくり

⚫地域コミュニティの担い手育成に向
けた学びの場づくり
⚫学びを地域活動や地域課題解決に

つなげる仕組みづくり
⚫地域での学びを支援する人材の育成
 

⚫誰もがいつでもライフステージに応
じて自分らしく学べる環境の整備
⚫現代的・社会的な課題の解決に向

けた学習機会の提供
⚫学びの成果を活かせる場や機会の

充実
⚫企業や大学等と連携したリカレント

教育の促進 

市民のみなさんからのコメント

ワークショップ意見

子育て
しやす

く

働きや
すい

環境づ
くり

久留米市の魅力を

改めて市内外へ

発信していくことが

重要 地球温暖化や
ごみを減らす
対策が必要
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基本目標

施策分野

55
「楽しく心豊かな暮らし」「楽しく心豊かな暮らし」

を実現するを実現する

文化芸術、スポーツ、歴史に触れ、
体験・活動する場や機会がちりばめられ、

誰もが暮らしの中に喜びや楽しみを
感じられるまち

多彩な文化芸術活動の促進

めざす姿

スポーツ 歴史文化芸術

　文化芸術は、暮らしに彩りと潤いを与え、人々の豊かな感性や個性を育むとと
もに、人々や地域につながりや活力をもたらし、心の豊かさを実感できるいきいき
とした社会づくりを進める上でも、その重要性が高まっています。
　久留米シティプラザや久留米市美術館等の文化施設を拠点に、誰もが文化芸術
に触れ、活動できる環境づくりを進めるとともに、こどもの創造的体験の充実や
将来の文化芸術の担い手育成を図ります。

施 策

1616

文化芸術に触れ、
活動する機会の充実

文化芸術を
支える基盤づくり

⚫文化施設の活用や地域、学校など
と連携した鑑賞・体験機会の充実
⚫こどもをはじめ、誰もが文化芸術を

体験・活動できる機会や場の創出
⚫多様な主体による文化芸術を通じ

た交流やつながりづくりの促進
⚫久留米にゆかりのある文化芸術の

取組の充実

⚫音楽など文化芸術分野における若
い世代をはじめとした担い手の育成
や支援
⚫久留米の文化芸術の振興を支える

団体等の活動支援
⚫久留米の文化芸術に関する効果的

な情報発信
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まちの魅力を高める歴史遺産の継承

スポーツに親しむ環境づくり

　地域の特性を形成し、そこで暮らす人々の地域とのつながりや郷土愛の醸成、
新たなまちの魅力創出に欠かすことのできない地域資源としての歴史遺産を、地
域で守り、活かしながら、次世代に継承していくことが求められています。
　長く受け継がれてきた地域の遺跡や伝統行事・文化など、多種多様な歴史遺産
の保存や地域資源としての有効活用、理解促進を地域との協働により進めながら、
まちの魅力向上と郷土愛の醸成を図ります。

　豊かで活力ある社会づくりに向けて、心身の健全な発達や健康維持などに加え
て、地域コミュニティの形成や地域・経済の活性化にも寄与するスポーツの力を
最大限に活用していく必要があります。
　市民のニーズやライフステージに応じたスポーツ機会の充実や活動の活性化を
はじめ、スポーツを支える人材・施設の充実、スポーツを活かした地域活性化など、
誰もがスポーツを楽しみ、交流できる環境づくりを進めます。

施 策

施 策

1818

1717

スポーツ機会の充実・
活動の活性化
⚫年代や障害の有無等にかかわら

ず、誰もが身近にスポーツを楽
しむ機会の充実
⚫大規模大会で活躍が期待される

ジュニアアスリートの育成、支援 
⚫多様なニーズを踏まえた新たな

スポーツなどの普及促進

スポーツ環境基盤
の充実
⚫スポーツ施設の充実と活用促進
⚫指導者やボランティアなどスポー

ツを支える人材の確保、育成

スポーツを活かした
地域活性化
⚫大規模大会などスポーツコンベ

ンション誘致による地域活性化  
⚫連携協定を活かしたプロスポー

ツチームなどによるスポーツイ
ベントの充実

郷土愛を育む
歴史遺産の理解促進歴史遺産の保存・活用

⚫郷土の歴史・文化を身近に感じる
機会の創出・理解促進
⚫歴史遺産が持つ魅力・価値の効果

的な情報発信

⚫地域や団体との協働による歴史遺
産の保存・活用
⚫ 「史跡筑後国府跡」の継承に向け

た整備・活用
⚫歴史遺産ストーリーの構築による筑

後川遺産登録の推進
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基本目標

施策分野

66
「魅力ある快適な都市」「魅力ある快適な都市」

をデザインするをデザインする

魅力ある都市空間が中心部に形成され、
中心部と地域の生活空間が公共交通や

道路ネットワークで結ばれた
コンパクトで住みやすいまち

快適で暮らしやすい魅力的な拠点の形成

めざす姿

交通 公園緑化 都市
インフラ

まちなか
住環境

　社会環境の変化や施設の老朽化などの影響を受けて、都市機能が集積するまち
の中心部の広域的な求心力やにぎわいが低下している状況にあり、魅力的な中心市
街地の形成が求められています。また、進行する人口減少社会下においては、居住
エリアの集約など効率性と快適性を兼ね備えたまちづくりも重要となります。
　広域的な拠点として、求心力をもった魅力ある都市空間を中心部に創出するとと
もに、拠点駅周辺の機能強化や都市機能・居住空間の戦略的な誘導による土地利
用の展開を図りながら、拠点市街地の形成を進めます。

施 策

1919

魅力的な中心市街地
の創出

コンパクトな拠点市街地
の形成

⚫ ＪＲ久留米駅周辺や西鉄久留米駅
周辺の拠点機能の強化　
⚫中心市街地の多様な交通手段の充

実による利便性の向上　
⚫若者にも選ばれる居心地がよく歩き

たくなる都市空間の形成
⚫駅周辺の再整備と連動した住環境

やオフィス環境の充実
⚫民間など多様な主体と連携を強化

するエリアマネジメントの推進

⚫居住空間の集積に向けた拠点駅周
辺の市街地整備の推進
⚫地域の生活拠点における生活利便

施設の更新・誘導
⚫空き家や低未利用地を活用した居

住誘導の推進　
⚫集約型都市の実現に向けた土地利

用制度の見直し
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使われ活きる公園づくりとまちを彩る緑化の推進

快適で便利な交通環境の構築

使われ活きる公園への
再生 まちを彩る緑化の推進拠点公園の整備・再生

によるにぎわい創出

　人々の価値観や生活様式が多様化し、心の豊かさや潤いのある生活が求められ
る中、人々の暮らしに憩いや交流をもたらし、彩りとにぎわいを創出する、緑を
活かした質の高い都市空間の重要性が高まっています。　
　まちづくりの拠点となる公園の整備・再整備をはじめ、地域ニーズに対応した
活用される公園づくりや計画的な更新による適正な維持管理に取り組むとともに、
街路樹ネットワークなどまちを彩る緑化を進めます。

　人口減少の進行に伴い、地域経済の縮小や交通などの日常生活に必要なサービス
の維持の困難など、生活の持続性の低下が懸念される中、誰もが安全で安心して快
適に暮らし続けられるために、多様な移動手段が利用できる利便性の高い交通環境の
構築が重要となります。
　民間事業者や地域など多様な主体との連携・協働のもと、地域間をつなぐ公共交
通機能の強化や快適な移動環境の形成を図るとともに、幹線道路やインターチェンジ
などの広域的な道路交通ネットワークを活かした活力ある都市づくりを進めます。

⚫利用実態や地域ニーズに対応し
た使われ活きる公園づくり　
⚫公園施設の計画的な更新による

適正な維持管理

⚫都市の緑の創出・保全　
⚫市民、事業所、行政等の協働に

よる緑化の推進
⚫まちの顔となる街 路 樹ネット

ワークの推進

⚫広域的な求心力を備えた正源氏
公園の整備　
⚫まちづくりの拠点となる公園の

再整備
⚫民間事業者など多様な主体と連

携した公園の管理運営・利活用

施 策

施 策

2121

2020

道路交通ネットワーク
の形成

安全・快適な移動環境
の形成

地域公共交通ネットワーク
の再構築

⚫広域交流を支える道路交通ネッ
トワークの充実 
⚫道路交通ネットワーク強化に向

けたスマートインターチェンジ
の整備推進 

⚫交通事故や渋滞の減少、利便性
の向上に資する道路の整備
⚫歩行者や自転車が安心して通行

できる道路空間の整備
⚫官民連携や ICT を活用した新た

な移動手段の確保と交通利便性
の向上

⚫効率的に移動できる駅の利便性
やアクセス性の向上　
⚫官民連携による持続可能な鉄道

やバスなどの交通体系の形成
⚫地域特性に応じた生活支援交通

の構築
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経営的視点による都市インフラの管理・運営
　市民生活の安全・安心や社会経済活動の基盤となる都市インフラの老朽化が、
今後、加速度的に進むことが見込まれている中、経営的視点に立った効率的かつ
安定的な都市インフラの管理・運営が重要となります。
　都市インフラの優先度を明確にした適正な維持管理をはじめ、民間活力の導入
など官民連携による都市インフラの管理・運営や、耐震化による上下水道施設の
強靱化を進めます。

施 策

2222

上下水道施設の強靭化都市インフラの適正な
維持管理

官民連携による
管理・運営の推進

⚫上下水道施設の老朽化対策及
び耐震化の推進　　
⚫上下水道施設の効率化を考慮し

た施設の更新や統廃合

⚫道路や河川など都市インフラの
優先度を明確にした維持管理
⚫安全性を確保するための適正な

維持管理の充実

⚫都市インフラの管理・運営にお
ける民間活力導入の推進

市民のみなさんからのコメント

市民のみなさんからのコメント

ワークショップ意見

子育て
しやす

く

働きや
すい

環境づ
くり

久留米市の魅力を

改めて市内外へ

発信していくことが

重要 地球温暖化や
ごみを減らす
対策が必要

ワークショップ意見

若者が

行きた
くなる

お店の
誘致

も重要

副業しやすい

制度や仕組み

がほしい 久留米に既に
あるものを
改めて見直す
機会が必要

 

各
　
論
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基本目標

施策分野

77
「豊かな自然と恵まれた「豊かな自然と恵まれた
環境」を次世代につなぐ環境」を次世代につなぐ

環境問題を自分ごととして捉え、
豊かな自然環境と生活環境を守りながら、
脱炭素社会、循環共生型社会の実現に

向けて行動するまち

脱炭素型のライフ・ビジネススタイルへの転換

めざす姿

　気候変動がもたらす地球温暖化などの環境危機に直面している中で、都市の仕組み
や暮らしのあり方をあらゆる領域で環境に配慮した持続可能な形に転換するため、市
民や事業者等と行政とが一体となり、地域社会全体で環境問題に取り組んでいくこと
が求められます。
　先進的に行ってきた公共施設の脱炭素化や再生可能エネルギーの活用に取り組むと
ともに、一人ひとりが自ら考え、環境に配慮した行動を実践するまちづくりを進めます。

施 策

2323

循環型
社会

自然・
生活環境

脱炭素型
社会

市民の学習・教育・
啓発の推進

企業等の脱炭素経営
の促進

建築物脱炭素化・再生可
能エネルギー導入の促進

⚫脱炭素型ライフスタイルへの転
換に向けた啓発の充実
⚫市民の主体的な学びや協働によ

る実践の促進

⚫脱炭素ビジネススタイルへの転
換に向けた啓発の充実
⚫中小企業等への脱炭素経営意識

の醸成と取組の促進

⚫公共施設等の ZEB 化や住宅の
ZEH 化など建築物の脱炭素化
の促進
⚫再生可能エネルギーの導入促進
⚫ごみ処理発電などを活用したエ

ネルギーの地産地消の推進
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自然と多様な生き物が共生する
環境づくりの推進

資源の消費抑制・循環型社会づくりの推進

　気候変動をはじめ、生物多様性の損失や内陸部から流出する海洋ごみ問題など、
地球環境の危機は深刻さを増し、将来への影響が強く懸念されています。
　本市の都市個性である筑後川や耳納連山などの豊かな自然環境を地域社会全
体で守り育て、誰もが快適に過ごすことができる美しいまちづくりを進めます。

　循環型社会の実現に向けて、日々の生活や事業活動の中で、地域社会が一丸と
なって２R（リデュース・リユース）＋ R （リサイクル）を実践することや、ごみ
処理施設の安定的な運営・整備が必要となります。
　市民のライフスタイルや事業者の業態等を踏まえながら、様々な機会を捉えた
意識醸成や主体的な行動を促す取組を進めるとともに、上津クリーンセンターの
更新など、将来にわたり安全で安定したごみ処理体制を構築します。

施 策

施 策

2525

2424

安全で安定した
ごみ処理体制の継続2R＋R の推進

⚫次期上津クリーンセンターの整備
⚫ 2 つのクリーンセンターによる安定

したごみ処理体制の構築

⚫リデュース（発生抑制）を最優先
にした市民や事業者の環境意識の
醸成
⚫プラスチックごみ、食品ロスの削減
⚫リユース（再使用）の促進
⚫分別の徹底とリサイクル（再資源化）

の推進

生活環境の向上自然環境・生物多様性
の保全

⚫環境汚染等の未然防止
⚫クリーンパートナーなど環境美化活

動の促進
⚫ごみの不法投棄や野外焼却の防止

⚫多様な生き物が生息できる自然環
境の保全
⚫豊かな自然環境が有する多様な機

能の活用・保全
⚫事業所等との協働による希少種保

全・保護の推進
⚫市民団体や事業者等との協働によ

る保全活動を担う人づくり

 

各
　
論
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基本目標

施策分野

88
「新たな価値、地域の「新たな価値、地域の
稼ぐ力」を生み出す稼ぐ力」を生み出す

地域産業が創り出す付加価値が高まり

稼ぐ力が増すことで、市民の所得水準が向上し、

地域の産業を担う人材が確保できているまち

競争力の高い地域産業づくり

めざす姿

　地域経済の活力を高めるためには、時代の潮流を捉えた戦略的な産業政策の下、
革新的な技術・発想による新たな価値の創出をはじめ、既存産業の充実や産業の集
積を図りながら、競争力のある地域産業へと発展させていくことが重要です。
　地域企業の生産性向上等による成長支援をはじめ、バイオ産業の拠点化による新産
業創出、創業支援の充実を図りながら、新たな産業団地の整備や成長分野企業の誘
致による産業集積を進めます。

施 策

2626

農業振興 労働環境産業振興

新産業創出・創業支援
の推進 企業誘致の推進地域企業の成長の支援

⚫バイオ産業の拠点化推進による
新産業の創出
⚫オープンイノベーションの推進

によるものづくり企業の支援
⚫若年層向け創業支援の充実・強

化
⚫産学官金と連携した創業ネット

ワークの推進

⚫産業集積の受け皿となる新たな
産業団地の整備
⚫雇用創出や経済波及効果につな

がる成長分野企業の誘致推進

⚫地域経済をけん引する企業への
成長に向けた支援
⚫先端技術を活用した生産性向上

等の経営力強化の支援
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多様な人材の確保と魅力ある労働環境づくり

魅力と活力にあふれる農業の推進

　生産年齢人口の減少や若い世代の転出などにより、人材不足が顕在化する中、
地域経済の持続的な発展に向けて、若い世代をはじめ、女性や高齢者、障害者、
外国人材など多様な人材に選ばれ、それぞれの能力を発揮できる働きやすい環境
をつくることが必要です。
　仕事と家庭の両立や女性が活躍できる環境づくりなど、働きやすい職場環境の
整備を促進するとともに、魅力ある職場として選ばれるための情報発信など、地
域の雇用・就労の促進を図ります。

　久留米市は、筑後平野の肥沃な大地のもと、多種多様な品目を生産する県内
最大の農業都市である一方で 、全国的な傾向と同様に、農業従事者の減少・高
齢化が進行し、持続可能な農業基盤の構築が喫緊の課題となっています。
　デジタル技術を活用した生産性の向上をはじめ、農産物の高付加価値化による
農業者の所得向上、久留米産農産物や農業都市くるめの魅力発信の強化を図りな
がら、将来の農業を担う多様な人材の育成・確保を進めます。

施 策

施 策

2828

2727

働きやすい職場環境の
整備促進

多様な人材確保のための
雇用・就労の促進

⚫仕事と家庭を両立できるワーク・
ライフ・バランスの促進
⚫女性活躍に関する意識啓発や能

力開発の機会の提供
⚫福利厚生の充実や職業能力の向

上に向けた支援

⚫産学官金労の連携による学生・若年者
の地元就職、UIJ ターン就職の促進
⚫働く場所として選ばれるための市内企

業の魅力発信
⚫女性の再就職や転職などの就労相談・

支援
⚫高齢者・障害者の活躍促進のための就

労機会の確保
⚫外国人材の受入れに関する国や県、関

係団体との連携

農業で活躍する
担い手づくり

農業の生産性・
付加価値の向上

キラリと光る農業の
魅力発信

⚫認定農業者の育成や集落営農組
織の法人化など基幹的な担い手
の経営力の強化
⚫新規就農者や青年就農者など次

世代の担い手の確保・育成
⚫農福連携や外国人材の活用など

による多様な人材の確保

⚫先端技術を活用したスマート農
業や気候変動に対応した農業の
推進
⚫持続可能な農業生産基盤の整

備・保全、農地の利活用の促進
⚫農産物の高付加価値化や６次産

業化の推進による農業経営の多
角化

⚫農業体験など地域資源を活用し
た関係人口の拡大
⚫農業都市くるめの魅力発信によ

るブランド力の向上
⚫地産地消を通じた久留米産農産

物の魅力発信と愛着醸成

 

各
　
論
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基本目標

施策分野

99
「久留米ならではの「久留米ならではの
魅力」を高め広げる魅力」を高め広げる

市民が誇りと愛着を持ち、
多くの人 に々訪れたい、住んでみたい、

住み続けたいと思われ、
若者や女性にも選ばれるまち

訪れたくなる・楽しみたくなる魅力の創出

めざす姿

　将来にわたり、魅力あるまちとして活力を維持していくためには、人、もの、情報
の活発な交流を通じて、新たな価値を生み出しながら、久留米ならではの魅力を創出
していくことが重要となります。
　商業機能の維持・活性化や MICE 誘致、集客交流イベントによるにぎわいの創出
を図るとともに、自然や文化などの地域資源を活かした魅力ある観光地域づくりを進
め、久留米ならではの魅力を高めます。

施 策

2929

シティ
プロモー

ション

拠点都市
広域連携

観光振興
にぎわい

地域資源を活用した
観光ブランディングまちのにぎわいの創出

⚫地域資源を活かした魅力的な観光
コンテンツの充実
⚫新たなニーズを捉えた観光商品の

高付加価値化
⚫戦略的なインバウンド誘客の推進
⚫デジタル化・Ｄ X 推進による観光

分野の受入環境・基盤づくり

⚫中心市街地や地域商業エリアでの
商業機能の維持・活性化
⚫地 域 のポテンシャルを活 かした

MICE 誘致の推進、受入環境の整備
⚫企業や団体と連携した集客交流イ

ベントによるにぎわいの創出

54



拠点都市機能の発揮と広域連携の充実強化

魅力を語りたくなる久留米イメージの創出・ＰＲ

　人口減少や福岡市への人・経済の集中が進む中で、久留米市には、福岡県南
地域の中核都市として、持続可能な都市であり続け、地域全体の一体的な成長や
発展をけん引していく役割が求められています。
　経済、交通、文化、教育、医療など高次都市機能の集積による拠点性の充実
強化を図り、広域求心力を高めるとともに、地域全体の発展に向けて拠点都市機
能を発揮しながら広域連携を推進し、併せて、集積する学術研究機能を活かした
地域活性化を進めます。

　市民が誇りと愛着を持ち、多くの人が住んでみたい、住み続けたいと思える、
若い世代にも選ばれるまちであるためには、久留米が持つ様々な資源を磨き上げ、
久留米ならではの魅力として幅広く認知されることが重要です。
　久留米の歴史や文化、観光資源、住みやすい住環境などが、若い世代にも共
感され、その魅力を主体的に広めたくなるような戦略的なプロモーションを実施
するとともに、移住・定住を促すための効果的な仕掛けづくりを図ります。

施 策

施 策

3131

3030

移住・定住を促す
効果的な仕掛けづくり

久留米の魅力を広めたくなる
戦略的なプロモーション

⚫様々な媒体や手法を通じた久留米
の情報に触れる機会の提供
⚫移住を考え、定住につながる支援・

相談プログラムの提供
⚫福岡都市圏をターゲットとした移住

促進の強化

⚫くるめの魅力を発見、再確認するイ
ンナープロモーションの展開
⚫若い世代に届き、共有され、広が

るデジタルコンテンツの充実
⚫市民が主体となった情報発信の活

性化
⚫久留米への注目、興味を集めるふ

るさと大使等の活用

拠点都市機能の発揮
による広域連携の推進

学術研究機能の集積を
活かしたまちづくり

高次都市機能の集積
による拠点性の充実強化

⚫地域全体の成長・発展に向けた
近隣自治体との連携の推進
⚫連携中枢都市圏における人口や

社会・経済活力の維持に資する
取組の推進
⚫各分野の課題や目的に応じた柔

軟な枠組みによる広域連携や都
市交流の推進

⚫大学等や公的研究機関などの学
術研究機能の活用・連携による
地域活性化
⚫大学等の知的・人的・物的資源

を活かした地域課題の解決

⚫拠点駅やスマートインターチェ
ンジなどを活かした幅広い波及
効果をもたらす地域の核づくり
⚫産業基盤、高度医療、教育、文

化芸術などの機能集積を活かし
た広域求心力の強化

 

各
　
論
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基本目標

施策分野

1010
「スマートな行財政運営」「スマートな行財政運営」

に転換するに転換する

多様な主体がまちづくりに参画する
仕組みを構築し、協働を進めながら、

社会環境の変化に対応できる
スマートな行財政の運営

多様な主体と築く協働によるまちづくりの推進

めざす姿

　社会環境の変化による地域課題の多様化・複雑化に加え、あらゆる分野での担い
手不足の顕在化などにより、行政と市民が一体となって取り組む協働のまちづくりの
重要性が更に増しています。
　そのため、市民のまちづくりへの主体的な参画を促進するとともに、地域や団体、
事業者など多様な主体との協働を広げ深める仕組みを構築します。

施 策

3232

行財政協働

多様な主体との協働の
仕組みの構築

市民のまちづくりへの
参画促進

⚫多様な主体との様々な協働の取組
を生み出す仕組みの構築
⚫多様な主体の強みを活かした役割

分担と連携の強化

⚫広報紙やＳＮＳなど様々な媒体や手
法を活用した地域課題や市政情報
の市民との共有化
⚫まちづくりに関する市民意見の聴取

や対話を通じた市民の参画促進
⚫事業の企画から実施、検証までの各

段階における市民との協働の推進
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効率的で健全な行財政運営の推進
　加速する少子高齢化・人口減少をはじめ、デジタル社会の進展や厳しい財政状
況など、行財政運営を取り巻く環境は大きく変化しており、従来の制度や枠組み
では機能しない状況が生じつつあります。
　こうした変化に柔軟かつ的確に対応できる行財政運営を行うため、デジタル技
術の活用や民間活力の導入、広域連携の深化、徹底した行財政改革など制度・
手法の見直しや創意工夫を更に進めます。

施 策

3333

行財政改革の推進自治体 DX の推進 スマートな行財政運営を
担う職員の育成と確保

⚫エビデンスに基づく政策立案や
事業の見直しなど事業の新陳代
謝の推進
⚫公共施設の計画的・効率的な管

理及び見直し
⚫未利用地や施設の空きスペース

などの公有財産の利活用の強化
⚫民間の創意工夫やノウハウを取
り入れる仕組みの構築
⚫自治体共通の課題に対応する広

域連携の推進・強化

⚫デジタル化による「行かなくて
いい」「書かなくていい」「待た
なくていい」「迷わなくていい」
市役所の実現
⚫デジタル技術の活用による市民

サービスの向上と業務効率化の
推進

⚫社会環境の変化に対応できる職
員の育成
⚫心身ともに健康で、個々の能力

を発揮するための柔軟な働き方
の確立 
⚫人材の確保・定着の促進

市民のみなさんからのコメント
ワークショップ意見

環境教
育など

こどもの
頃から

意識を
育てる

ことが
大切

こどもたちが

久留米で働く

選択肢を持てるよう

にしたい 行政と市民の
距離が近い
まちづくりを
してほしい

 

各
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未来デザイン計画 2035

策定全体スケジュール

令
和
５
（
２
０
２
３
）年
度

令
和
６
（
２
０
２
４
）年
度

令
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５
）年
度

市
民
意
見
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取

市民意識調査

6 月

7 月

8 月
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1 月

2 月
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4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月
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1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月
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1 月

２月

３月

基
礎
調
査

現
計
画
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

若
手
職
員
に
よ
る

総
合
計
画
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

中
堅
職
員
に
よ
る

計
画
事
業
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ

未
来
デ
ザ
イ
ン
会
議
（
特
別
職
・
部
長
級
）、
同
幹
事
会
（
次
長
級
）

同
策
定
部
会
（
次
長
、
課
長
級
）
会
議
等
の
審
議

基本構想・
計画原案の修正

議会上程

諮問

答申

５
回
の
審
議
会

２
回
の
分
科
会

基本方針説明

最終報告

議会上程

基本構想案の
策定状況説明

基本計画案の
策定状況説明

最終案の提示
意見募集開始

市　民 庁　内 審議会 市議会

パブリックコメント
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久留米市総合計画審議会
　未来デザイン計画 2035 の策定にあたっては、多方面からの議論を頂くため、市議会や公
共的団体、学識経験者等 31 名からなる総合計画審議会に諮問し、意見の答申を受けました。

※役職名は R6 年９月委員委嘱時点の役職名

役職名 委員名 所属分科会
久留米市議会議員 堺　　　太一郎 都市づくり

久留米市議会議員 山　﨑　ケブン つながりづくり

久留米市議会議員 山　下　　　尚 都市づくり

久留米市議会議員
石井　秀夫（～ R7.6）

活力・魅力づくり
吉冨　　巧（R7.7 ～）

久留米市教育委員会教育委員 江　頭　理　江 つながりづくり

久留米商工会議所専務理事 穴　見　英　三 活力・魅力づくり

久留米市農業協同組合専務 楢　橋　裕　章 活力・魅力づくり

久留米市校区まちづくり連絡協議会幹事 ○　永　松　千　枝 つながりづくり
久留米市民生委員児童委員協議会
主任児童委員部会長 佐　田　典　子 つながりづくり

久留米市地区環境衛生連合会会長 柴　本　喜久男 都市づくり

久留米市人権啓発推進協議会幹事 西　村　英　治 つながりづくり

久留米男女平等推進ネットワーク事務局長 堀　田　富　子 つながりづくり

一般社団法人久留米青年会議所副理事長 元　石　征　吾 活力・魅力づくり
公益財団法人久留米文化振興会
久留米市美術館副館長 森　山　秀　子 活力・魅力づくり

一般社団法人久留米医師会副会長 大　治　太　郎 つながりづくり

久留米市障害者地域生活支援協議会会長 片　岡　靖　子 つながりづくり

福岡県防災士ネットワーク事務局長 矢　野　　　彰 都市づくり

連合福岡北筑後地域協議会事務局長 樋　口　孝　司 活力・魅力づくり

久留米大学副学長 ◎　荒　井　　　功 ー

久留米工業大学教授 小　田　まり子 活力・魅力づくり

聖マリア学院大学理事長代理兼教授 井　手　悠一郎 つながりづくり

久留米工業高等専門学校教授 酒　井　道　宏 都市づくり

福岡地域戦略推進協議会事務局長 石　丸　修　平 都市づくり

一般社団法人久留米銀行協会常務理事 首　藤　有　一 活力・魅力づくり
NPO 法人久留米ブランド研究会
事務局長 矢　次　恵美子 活力・魅力づくり

西日本鉄道株式会社まちづくり・
交通・観光推進部長 吉　中　美保子 都市づくり

グリーンコープ生活協同組合
ふくおか副理事長 永　井　洋　子 つながりづくり

久留米市市民活動サポートセンター
みんくるセンター長 翁　　　昌　史 つながりづくり

株式会社キャリアリード代表 佐　藤　有里子 活力・魅力づくり

久留米市キャラバンメイト連絡会理事長 堀　江　桃　子 つながりづくり
NPO 法人子育て支援ボランティア
くるるんるん理事長 福　田　桂　子 つながりづくり

※氏名頭の ◎が会長、○が副会長
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策定における市民参画
　未来デザイン計画 2035 の策定にあたっては、多くのこどもたちを含む市民の皆さんの意
見や提案を反映させるため、次のような市民参画の機会を設けました。

「久留米の好きなところ」「未来の久留米に残したいところ」「未来のイメージ」について、WEB アンケー
トやくるモニ、土曜夜市などへの出店、学校訪問などを通じてアンケートを実施しました。

総合政策課の職員が市内の小中学校等へ出向き、授業を通じてこどもたちの意見聴取及び久留米市へ
の愛着をもってもらうための出前授業を実施しました。

絆補助金の採択を受けている市民活動団体や、様々な分野にお
いて支援活動を行っている団体等と「団体の困りごと」や「住み
よいまち久留米に必要なことは」をテーマに意見交換会を実施。

「人口減少が進むことで久留米にとって深刻だと感じること」や「そのことに対する自身への影響」「課
題を踏まえた上でどのようなまちになってほしいか」などのアンケートを DM で実施。

（１）実施期間　令和６年６月 1 日～７月 31 日
（２）回答件数　1,226 件

（１）実施期間　令和６年５月～令和７年２月
（２）訪問数　　小学校４校、中学校３校、高校１校、特別支援学校１校

（１）実施期間　令和６年８月 28 日
（２）参加人数　16 団体 21 人

（１）実施期間　令和６年８月 1 日～ 10 月 31 日
（２）聴取方法　無作為抽出 3,000 人へ DM を送付。インターネット及び郵送による回答にて意見を

聴取。
（３）回答件数　853 件

市民アンケート（第１弾）

市立小中学校等訪問

関係団体との意見交換会

市民アンケート（第２弾）

01

02

03

04
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市民アンケート第２弾で対象者のうち申込者及び一般公募による市内外の希望者により、次期総合計
画終了年度の 2035 年度をイメージしながら、市民のまちづくりへの思いについてワークショップ形式
で意見交換を実施。

次期総合計画案を、広く周知するとともに、今後のまちづくり
について、多くの人の意見を聴取することを目的とし、意見交
換をワークショップ形式で実施。

（１）実施期間　令和６年９月 27・29 日、10 月９・12 日
（２）実施回数　第２弾アンケート対象者向け３回、一般公募向け２回
（３）参加者数　85 人

（１）募集期間　令和７年８月７日～９月 5 日
（２）募集結果　64 件（11 名、４団体）

ワークショップの実施

未来デザイン計画 2035 市民説明会＆ワークショップ

パブリック・コメントの実施

05

06

07

学生向けワークショップ

市民活動団体向けワークショップ

一般市民向けワークショップ

令和７年７月 12 日開催、参加人数　22 人

令和７年８月７日開催、参加人数　24 人

令和７年８月 24 日（午前・午後開催）、参加人数　計 32 人
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用語解説

あ行

EBPM
（イー・ビー・ピー・エム）

Evidence  Based  Policy  Making（エビデンス・ベースト・ポリシー・メー
キング）の略称。政策の目的を明確にし、統計や業務データなどの客観的
な証拠に基づき、政策を立案すること。

インナープロモーション 自治体が市民や事業者に対して、自治体の魅力や取り組みを伝えることで、
愛着や誇りを持ってもらうための活動のこと。

SNS（エス・エヌ・エス）
Social  Networking  Service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
の略称。LINE や Instagram などのインターネット上のコミュニティサイ
ト。

エリアマネジメント 地域における良好な環境や価値を維持・向上させるための、住民、事業主、
地権者などによる主体的な取組のこと。

オープンイノベーション 企業が外部の知識や技術を取り入れて、それまでの知識や価値観から脱却
すること。

か行

観光ブランディング ある地域を訪れる観光客に対して、その地域が持つ魅力や価値を明確に伝
え、ブランドとして認知してもらうための戦略。

基幹相談支援センター
地域における障害のある方の相談支援の拠点として、あらゆる障害に対す
る総合的な相談業務や、相談支援事業所に対する支援等の業務を実施する
機関。

グローバル化 社会的・経済的に国や地域を超えて世界規模でその結びつきが深まること。

コミュニティ・スクール 学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校
づくりを進めていく仕組み。

コンベンション 学会や特定のテーマの関係者が一同に集まり意見交換や情報収集を行う大
規模な会議や大会等。

さ行

再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、自然界に存在する資源を繰
り返し利用できるエネルギー。

社人研
「国立社会保障・人口問題研究所」の略称。日本の人口推計、少子高齢化
などを専門的に調査・研究し、将来の政策立案の基礎資料を提供する国の
機関。

ジェンダー これが男らしい、これが女らしいと決めるなど、社会や文化の中で作られ
た、性別に対する考え方。

史跡筑後国府 「筑後国」を治める役所「国府」として、政庁を中心に国司館・役人の屋敷・
市場・鍛冶工房などが設けられていた場所。1996 年に国の史跡に指定。

集落営農組織 集落を単位として、農業生産過程の全部又は一部について共同で取り組む
組織。

スマート IC 高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリアなどから乗り降りが
できる料金所が ETC 専用の簡易的な構造となったインターチェンジ。

スマート農業 ロボット技術や ICT（情報通信技術）などの先端技術を活用し、農業の生
産性や効率性を高める取組のこと。

生活自立支援センター くらしや仕事に困りごとを抱えている方の相談窓口。

生物多様性 生き物の豊かな個性と、それぞれが支え合って生きているつながりのこと。
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さ行

ZEH（ゼッチ） Net  Zero  Energy  House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略称で、
住宅におけるエネルギー収支をゼロにすることを目標とした住宅のこと。

ZEB（ゼブ）
Net  Zero  Energy  Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称
で、快適な室内環境を保ちながら、建物におけるエネルギーの収支をゼロ
にすることを目標とした建物のこと。

セルフケア 自分自身でできる範囲で、心身の健康を維持・増進するために行うケア。

た行

多文化共生 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関
係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。

地域共生社会 世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、
地域をともに創っていく社会のこと。

地域包括支援センター 介護、健康、虐待防止、権利擁護など、高齢者の日常に関する相談や支援
を行うところ。

デジタルコンテンツ 文章・画像・音楽などの作品をデジタルデータとして加工し、そのままの
データ形式で消費者に提供されるもの。

な行
認定農業者 意欲と能力を有し計画的に経営改善を進めていく農業者であると市町村の

認定を受けた農業者や農業法人。

農福連携 障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会
参加を実現していく取組のこと。

ま行
MICE（マイス）

企業等の会議（Meeting）や報奨・研修旅行（Incentive Travel）、大規
模な会議や大会（Convention）、展示会やイベント（Exhibition/Event）
の頭文字を取った造語で、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベント
などの総称。

メンタルヘルス 心の健康状態のこと。

や行

やさしい日本語 外国人やこども、高齢者など、様々な人が理解しやすいように、難しい言
葉や表現を避けて、より簡単な日本語で表現すること。

ヤングケアラー 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行って
いるこども・若者のこと。

UIJ（ユー・アイ・ジェイ）
ターン

地方から都市部へ移住した後に再び地方に戻る（U ターン）、また都市部
以外に住む（I ターン）、地方から都市部へ移住し、その後地方の近くの都
市に移住する（J ターン）こと。

ら行

ライフコースアプローチ 胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉え、健康を維持・増
進していく考え方。

リカレント教育 社会人が仕事と学びを交互に行い、生涯にわたって学び続けることで、ス
キルや知識を向上させること。

６次産業化
農林水産物（1 次産業）の生産に加え、加工・製造（2 次産業）や流通・販
売（3 次産業）までを農林漁業者が手掛け、経営を多角化することで付加価
値を高め、所得向上と雇用確保を目指す取組のこと。

わ行 ワーク・ライフ・
バランス

「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外
の生活」との調和をとり、その両方を充実させる働き方・生き方。
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